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■1.警告表示及び諸注意等 

1-1 警告表示マークの定義 
取扱いを誤った場合に生じる危険と、その程度を示した警告表示マークの定義は以下のとおりで

す。 

 

 ●危険・警告・注意マークの定義 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、死亡あるいは、重傷を負うことがあり、
かつ、その切迫度合いが高いことを表します。 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、使用者が死亡あるいは、重傷を負うこと
が想定されることを表します。 

 
 
 

使用者が取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的
損害の発生が想定されることを表します。 

 

 ●必ずお守りいただきたいことを示したマークの定義 

 
 
 

実施いただきたい事柄（守っていただきたい事柄）を表します。 

 
 
 

「禁止事項」（禁止行為）を表します。 

 

1-2 用語の定義 
本書における用語の定義は次のとおりです。 
◎ 所有者等とは昇降機の所有者又は管理者をいいます。 
◎ 運行管理者とは、直接、昇降機の運行業務を管理する者をいいます。 
◎ 専門技術者とは昇降機の保守・点検を専門に行う者をいいます。 
◎ 本書に特に指定がない場合、エスカレーター・トラベーターは屋外・屋内双方を示します。 

 

1-3 諸注意 
◎ 本書はエスカレーター・トラベーターの所有者等の方及び、運行管理者の方へ必ずお守りいた

だきたいこと（安全上の注意事項、必ず実施いただきたいこと、取扱い上の注意事項 など）を
記載いたしております。 

◎ 本書に記載の安全に関する警告表示（危険、警告、注意）について、必ずお守りください。 
◎ 本書の記載内容にない操作および取扱いは行わないでください。人身事故、機器の故障の原因

になる可能性があります。 
◎ 当社は下記のような不適切な管理と使用に起因する故障または事故については、責任を負いま

せんので、あらかじめご承知置き願います。 
 本書の目的外使用、又は本書の記載と異なる取扱いに起因するもの｡ 
 3-4 項の表記載の環境が守られないことに起因するもの。 
 保守・点検、修理の不良に起因するもの｡ 
 製品に対して、当社が提供又は指示していない改造を施したことに起因するもの｡ 

※改造とはハードウェアの変更だけでなく、マイクロコンピューターのプログラム、 
データ等の一部変更を含みます。また、保守用の装置、部品の接続も、改造に含み 
ます。 

 当社が供給していない機器、又は部品類を使用したことに起因するもの。 
 使用環境や使用頻度に応じた摩耗や寿命の短期化、損傷や経年による劣化。 
 地震・雷・風水害等の天変地変、及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他

の事故、お客様の故意もしくは過失、誤用又はその他異常な条件下での使用に起因するも
の。 

 エスカレーター・トラベーターに搭載しているバッテリー・電池の劣化に起因するもの。 
  

警告 
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注意  
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せんので、あらかじめご承知置き願います。 
 本書の目的外使用、又は本書の記載と異なる取扱いに起因するもの｡ 
 3-4 項の表記載の環境が守られないことに起因するもの。 
 保守・点検、修理の不良に起因するもの｡ 
 製品に対して、当社が提供又は指示していない改造を施したことに起因するもの｡ 

※改造とはハードウェアの変更だけでなく、マイクロコンピューターのプログラム、 
データ等の一部変更を含みます。また、保守用の装置、部品の接続も、改造に含み 
ます。 

 当社が供給していない機器、又は部品類を使用したことに起因するもの。 
 使用環境や使用頻度に応じた摩耗や寿命の短期化、損傷や経年による劣化。 
 地震・雷・風水害等の天変地変、及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他

の事故、お客様の故意もしくは過失、誤用又はその他異常な条件下での使用に起因するも
の。 

 エスカレーター・トラベーターに搭載しているバッテリー・電池の劣化に起因するもの。 
  

警告 

危険 

注意  
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■2.所有者等の方へのお願い 

2-1 運行管理者の選任 
所有者等の方は、エスカレーター・トラベーターを正しくご利用いただくために、昇降機の運行

に関して充分な知識を有する運行管理者を選任してください。 

 

2-2 運行管理者の教育 
所有者等の方は、下記に記載の各項目について、運行管理者に教育してください。 

◎ 昇降機に関する一般知識 

◎ 昇降機に関する法令知識 

◎ 昇降機の運行及び取扱いに関する知識 

◎ 火災発生時又は地震発生時等に講ずべき措置 

◎ 故障発生時又は停電時に講ずべき措置 

◎ 人身事故発生時に講ずべき応急措置 

◎ その他昇降機の安全な運行に必要な事項 

※詳細は「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針及び同解説」（発行：一般財団法人 日本建築設備・

昇降機センター）を参照してください。 

 

2-3 定期点検・整備 

専門技術者による点検・整備を次の各項目について、実施してください。 

詳細は、「保守・点検編」を参照してください。 

 

2-3-1 点検項目 

◎ 機械室の環境及び受電盤、制御盤、電動機、減速機、ブレーキの状態 

◎ 上下部反転装置の状態 

◎ 各種駆動装置、レール、ベルト・プーリー、駆動チェーン、踏段チェーンなどの状態 

◎ くし、床板、内側板、手すりおよび手すりガイド、ステップ/パレット、スカートガード、 

  デッキボード、照明の状態 

◎ 各種スイッチの動作確認（非常停止ボタンスイッチ、昇・降起動スイッチ、 

  警報・運転休止スイッチ、インレットスイッチ） 

◎ 駆動・踏段チェーン安全装置、調速機、スカートガード安全装置、インレット安全装置、 

  踏段異常走行検出装置、手すり遅速検出装置、その他安全スイッチの状態 

◎ 安全対策の確認（落下防止柵・網、三角部保護板、踏段面注意標識） 

◎ 防火シャッターと連動してエスカレーター・トラベーターが停止することの確認 
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エスカレーターの構造及び各部位の名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

エスカレーター欄干部の名称 

 
手すり 

内側板（ガラスパネル） 

デッキボード 

（アウターデッキ） 

デッキボード（インナーデッキ） 

操作盤 

スカートガード 

インレット 

床板 

くし 

クリートライザー 
ステップ 
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エスカレーターの構造及び各部位の名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

エスカレーター欄干部の名称 

 
手すり 

内側板（ガラスパネル） 

デッキボード 

（アウターデッキ） 

デッキボード（インナーデッキ） 

操作盤 

スカートガード 

インレット 

床板 

くし 

クリートライザー 
ステップ 
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トラベーターの構造及び各部位の名称 ＜水平形＞ 
 

 

 

 

 

手すり 

パレット（踏板） 

内側板 

デマケーションライン 

スカートガード 

くし 操作盤 

床板 

デッキボード 

(インナーデッキ) 

デッキボード 

(アウターデッキ) 

インレット 
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  手すり   

パレット（踏板）   

内側板   

デマケーションライン   

  

くし   

操作盤   

床板   

スカートガード 

トラベーターの構造及び各部位の名称 ＜傾斜形＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インレット 

トラベーター欄干部の名称 

ガラスタイプ ガラスタイプ（欄干照明付） パネルタイプ 

デッキボード 

(アウターデッキ) 

デッキボード 

(インナーデッキ) 
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  手すり   

パレット（踏板）   

内側板   

デマケーションライン   

  

くし   

操作盤   

床板   

スカートガード 

トラベーターの構造及び各部位の名称 ＜傾斜形＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インレット 

トラベーター欄干部の名称 

ガラスタイプ ガラスタイプ（欄干照明付） パネルタイプ 

デッキボード 

(アウターデッキ) 

デッキボード 

(インナーデッキ) 
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2-3-2 専門技術者の選定 

使用頻度、使用環境等に応じ 1 ヶ月に１回程度、専門技術者による定期点検及び整備を実施くだ

さい。その実施のため、定期点検及び整備には専門技術者を擁する保守会社を選定、及び契約が

必要となります。 

 

2-3-3 保守履歴の保管・継承 

保守点検の履歴は、適正な保守点検を継続して実施するために必要な情報となるだけでなく、運

行管理状況の把握上も極めて重要な情報ですので、保守会社から確実に報告を受け、内容を把握

の上、所有者等の方にて大切に保管してください。 

 

保守点検の履歴は所有者等の方にて大切に保管してください。 

 

所有者等の方が変わる場合は、次の所有者等の方へ確実に保守履歴を継承してください。又、

本書及び保守・点検編も継承してください。 

 

保守会社を変更する場合は、所有者等の方から次の保守会社へ確実に保守履歴をお伝えくだ

さい。 

 

■3.運行管理者の方へのお願い 
運行管理者の方は、以下に記載の各項目についてよくお読みになり、正しく安全に運行管理いた
だきますようにお願いします。 
 

3-1 日常管理 
 

 
 
 

事故・故障の原因となりますので、最低一日一回は 3-1-1 項の点検を実施して
ください。 
ゴミや異物を取り除き、その上で一か所でも異常を発見した場合は直ちに使用を
中止し、速やかに専門技術者による点検を受けてください。 

 
3-1-1 毎日の点検 

 
毎日、運転開始前に以下の項目を確認してください。 

点検箇所 点検項目 

①防火シャッター 運転する前にシャッターを開けること 

②ステップ/パレット 
 クリートライザー 

ゴミや異物がないこと 破損・欠落がないこと ③床板 

④手すり 

⑤くし 

⑥インレット 物が置かれていないこと 

⑦内側板 継ぎ目に段差がないこと 傷がないこと 

⑧デッキボード 物が置かれていないこと 継ぎ目に段差がないこと 

⑨三角部の固定保護板 
割れ・傷がないこと  
取付けねじに緩みがないこと 
鎖・取付金具に破損がないこと 

⑩三角部の可動警告板 

⑪仕切板、進入防止柵 

⑫かけ登り防止仕切板 

⑬落下防止網 破損がないこと 取付金具に破損がないこと 

⑭試運転 振動、騒音、異臭などの異常がないこと 

 

 

警告 
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図. エスカレーターおよび周囲の点検箇所 

3-2 利用者へのエスカレーター・トラベーター使用方法の説明 
◎ 利用者の方へエスカレーター・トラベーターの使用方法を 5-2 項に沿って説明してください。

特に正しくご利用いただくための諸注意については、同梱の注意喚起ステッカー（5-3 参照）
に記載してありますので、利用者の目につく位置に貼付けてください。 

 

3-3 長期保全計画の作成と運行管理  

◎エスカレーター・トラベーターを長年にわたってお使いいただくために、長期保全計画を作成
し、維持管理を行なってください。長期保全計画を作成する際は、取扱説明書の保守・点検編
の保守・点検内容や取扱説明書の保守・点検編の部品の使用期間を参考に計画を作成してくだ
さい。 
また、作成した長期保全計画は、使用状況から保守・点検状況に応じて見直してください。 
なお、保守・点検の報告書などの、長期保全計画に関連する記録は大切に保管し、所有者等の
方または運行管理者の方が変更になる場合は確実に引継ぎを行ってください。 

 

⑨三角部の固定保護板  

⑩三角部の可動警告板 

⑬落下防止網 

⑪仕切板 

進入防止柵 

④手すり 

⑥インレット 

②ステップ 

⑭試運転（操作盤） 

⑦内側板 

⑤くし 

⑧デッキボード 

①防火シャッター 

③床板 

⑫かけ登り防止 
仕切板 
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図. エスカレーターおよび周囲の点検箇所 

3-2 利用者へのエスカレーター・トラベーター使用方法の説明 
◎ 利用者の方へエスカレーター・トラベーターの使用方法を 5-2 項に沿って説明してください。

特に正しくご利用いただくための諸注意については、同梱の注意喚起ステッカー（5-3 参照）
に記載してありますので、利用者の目につく位置に貼付けてください。 

 

3-3 長期保全計画の作成と運行管理  

◎エスカレーター・トラベーターを長年にわたってお使いいただくために、長期保全計画を作成
し、維持管理を行なってください。長期保全計画を作成する際は、取扱説明書の保守・点検編
の保守・点検内容や取扱説明書の保守・点検編の部品の使用期間を参考に計画を作成してくだ
さい。 
また、作成した長期保全計画は、使用状況から保守・点検状況に応じて見直してください。 
なお、保守・点検の報告書などの、長期保全計画に関連する記録は大切に保管し、所有者等の
方または運行管理者の方が変更になる場合は確実に引継ぎを行ってください。 

 

⑨三角部の固定保護板  

⑩三角部の可動警告板 

⑬落下防止網 

⑪仕切板 

進入防止柵 

④手すり 

⑥インレット 

②ステップ 

⑭試運転（操作盤） 

⑦内側板 

⑤くし 

⑧デッキボード 

①防火シャッター 

③床板 

⑫かけ登り防止 
仕切板 
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保守会社の連絡先等 

検査済証 

インレット部 

 

3-4 その他の注意事項 

◎ 保守会社の連絡先・エスカレーター・ト
ラベーター管理番号・非常連絡先などを
記載したステッカーを、インレット下部
の良く見える場所に貼り付けるなどし
て緊急事態の発生に備えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 運行管理者の方は各種のキー、本書、保守契約書、確認申請書、及び定期点検報告書、その他
関連資料の保管場所を定めて大切に保管ください。 

◎ 定期点検の検査済鉦は側部壁、操作盤あるいはデッキボードなどの見やすい適切な位置に掲示
してください。（ご参考：4-1 参照） 

◎ 保守履歴については 2-3-3 を参照の上、確実に保管・継承してください。 
◎ エスカレーター・トラベーターの設置環境について 

当社は下記の環境条件が守られない不適切な管理と使用に起因する故障又は､事故については、
責任を負いませんので、あらかじめご承知置き願います。 
エスカレーター・トラベーターを安全にご利用いただくためには、下表の設置環境が必要条件
となります。本条件を維持いただくために、ガラリ、換気扇、エアコン等の適切な設置をお願
いいたします。さらに、これらの機器が適正に運用され、設置環境が維持されるよう管理をお
願いいたします。 
またエスカレーター・トラベーター施工検討時に、設置場所の雰囲気についても確認いただい
ておりますが、隣接する建物の影響等により、下記条件を満たせない状況が発生した場合は、
個別の追加対策もしくは部品の交換頻度を上げる必要がありますので、判明次第直ちに使用を
中止し、保守会社に連絡してください。 

表 エスカレーター・トラベーターの標準設置環境 

分 類 項目 環境条件 

エスカレーター・
トラベーター内の
環境 

温度 -5～ 50℃ 
（但し、駆動・制御機器、乗場に直射日光が当たらないこと） 

湿度 月平均 90%以下 （但し、結露・氷結の無いこと） 
日平均 95%以下 （但し、結露・氷結の無いこと） 

水・塵埃 機器への漏水や結露水等の滴下、及び有害な塵埃が無いこと。 
外部からの雨風の侵入がないこと。 

振動 エスカレーター関連構造物に振動が無いこと。 
エスカレーター・
トラベーターの 
設置場所の雰囲気 

有毒ガス・塵埃
等 
 

金属の損耗・腐食や電気接点の接触不良となる化学的に有害な
ガス、塵埃が無いこと(海岸地区の潮風、温泉地区の硫化水素
ガス、亜硫酸ガス、化学工場、火力発電所、製鉄所からのガス・
塵埃等)。又爆発性ガスがないこと。 

雨・風の侵入 屋内構造で、外部からの雨風の侵入がないこと 

高度(気圧) 設置海抜高度が 1000m を超えないこと。 

※上記に加え、エスカレーター・トラベーター内に動物が侵入しないよう管理してください。 
 

 

3-5 推奨保守会社 

エスカレーター・トラベーターの性能維持には保守・点検が必要です。専門技術者による保守・

点検を実施してください。当社は、エスカレーター・トラベーターの性能維持のため三菱電機ビ

ルテクノサービス株式会社と保守契約を結ばれますようおすすめします。 
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■4.所有者等又は運行管理者の義務 
 
法律上の義務は以下の通りです。 

 

4-1 定期検査 

◎定期検査の実施 
所有者等は、常に建築基準法の規定に適合した状態を保つように、年1回検査資格者による定期
検査を受けることが義務づけられています。検査内容は下記に基づきます。 

・平成20年国土交通省告示第283号 
・定期検査業務基準書 
・日本工業規格 JIS A 4302「昇降機の検査基準」 

 
※ 4-1定期検査は当社推奨保守会社へ委託されることをおすすめします。3-5の推奨保守会社

を参照してください。 
  

4-2 報告義務 

◎定期検査の報告 
所有者等は、4-1に記載の定期検査を受け、その検査結果を所轄特定行政庁に報告することが義
務づけられています。 
 

◎人身事故発生の報告 

所有者等は、人身事故の発生については、特定行政庁、地方公共団体の定めにより報告する必
要がある場合がありますので、必ずご確認ください。 

  

4-3 エスカレーター・トラベーター管理に関する諸届 
◎変更届 

所有者等は、昇降機の大規模な改造を行う場合や、所有者、建物名が変更になった場合は、所
轄行政庁に変更届を出すことが義務づけられています。 

◎休止届 

所有者等は、一年以上の長期にわたりエスカレーター・トラベーターを休止する場合は、所轄
行政庁に休止届を出すことが義務づけられています。 

◎廃止届 

所有者等は、昇降機を撤去（廃棄）する場合は、所轄行政庁に廃止届を出すことが義務づけら
れています。 

 
（以上のほか、地方自治団体などの定める事項がある場合は、それに従ってください） 
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◎休止届 

所有者等は、一年以上の長期にわたりエスカレーター・トラベーターを休止する場合は、所轄
行政庁に休止届を出すことが義務づけられています。 

◎廃止届 

所有者等は、昇降機を撤去（廃棄）する場合は、所轄行政庁に廃止届を出すことが義務づけら
れています。 

 
（以上のほか、地方自治団体などの定める事項がある場合は、それに従ってください） 
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■5. 安全のために必ずお守りいただきたいこと 

5-1 運行管理者の方にお守りいただきたいこと 
エスカレーター・トラベーターを安全に正しくご利用いただくために、運行管理者の方は、次

の内容をよく理解して安全に運行管理くださるようにお願いいたします。 
 

 

 
利用者がスリップ・風により転倒し死亡・けがの原因となりますので、降雪時や凍結
時及び荒天時は屋外エスカレーター・屋外トラベーターの使用を直ちに中止し、利用
者の進入を防止してください。 
運転中は運行管理者の方が利用状況を常に掌握し、天候に応じて使用を中止してくだ
さい。 

 
故障の発生や感電によりけがの原因となりますので、エスカレーター・トラベーター
を改造したり分解しないでください。  
 
 
利用者がスリップにより転倒し、死亡・けがの原因となりますので、エスカレーター・
トラベーターに油類や水がかかった場合は、直ちに使用を中止し専門技術者の点検を
受けてください。使用中止時には利用者の進入を防止してください。 
 

危険 
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＜運行管理者の方にお守りいただきたいこと＞ 

 

 
 

  利用者の事故や故障を未然に防ぐため、注意喚
起ステッカーを利用者の目に付くところに貼り
付けてください。 

運行管理者の方は利用者に 5-2 項記載のエスカ

レーター・トラベーターの利用方法について指導

してください。添付のステッカーを貼り付け、利

用者へ注意喚起してください。 

※ 5-2 項・5-3 項を参照してください。 

※ 巻末の「昇降機の適切な維持管理に関する指

針」第二章第 4-1 を参照してください。 
  
 

利用者が転倒し死亡・けがの原因となりますの

で、エスカレーター・トラベーターを休止する

場合は、一般の利用者が階段として使用しない

ように、進入禁止処置を実施してください。 
 

 

利用者が感電し死亡・けがの原因や短絡が発生し故障の原因となりますので、濡れた

手やキーでエスカレーター・トラベーターを操作しないでください。 

 

利用者がスリップにより転倒し、死

亡・けがの原因となりますので、雨天

時は利用者の履物が濡れたままエス

カレーター・トラベーターを利用しな

いよう、以下の対策を実施してくださ

い。 

吸水マットを敷いたり、屋外からエス

カレーター・トラベーターまでの導線

を長くするように柵を設けてくださ

い。  

 

 

 

 

 

 

 

利用者が衝突・転倒し、けがの恐れがありますの

で、利用者のわき見防止を徹底してください。 

エスカレーター・トラベーターの乗降口付近に目

立つものを設置しないでください。  

 

利用者が衝突・転倒し、けがの恐れがありますので、利用者の動線を妨げたり、エス

カレーター・トラベーター付近に物を置かないでください。 

 

  

警告 

注意喚起ステッカー 

進入禁止措置(例) 
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＜運行管理者の方にお守りいただきたいこと＞ 
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してください。添付のステッカーを貼り付け、利

用者へ注意喚起してください。 

※ 5-2 項・5-3 項を参照してください。 

※ 巻末の「昇降機の適切な維持管理に関する指

針」第二章第 4-1 を参照してください。 
  
 

利用者が転倒し死亡・けがの原因となりますの

で、エスカレーター・トラベーターを休止する

場合は、一般の利用者が階段として使用しない

ように、進入禁止処置を実施してください。 
 

 

利用者が感電し死亡・けがの原因や短絡が発生し故障の原因となりますので、濡れた

手やキーでエスカレーター・トラベーターを操作しないでください。 

 

利用者がスリップにより転倒し、死

亡・けがの原因となりますので、雨天

時は利用者の履物が濡れたままエス

カレーター・トラベーターを利用しな

いよう、以下の対策を実施してくださ
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吸水マットを敷いたり、屋外からエス
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を長くするように柵を設けてくださ

い。  

 

 

 

 

 

 

 

利用者が衝突・転倒し、けがの恐れがありますの

で、利用者のわき見防止を徹底してください。 

エスカレーター・トラベーターの乗降口付近に目

立つものを設置しないでください。  

 

利用者が衝突・転倒し、けがの恐れがありますので、利用者の動線を妨げたり、エス

カレーター・トラベーター付近に物を置かないでください。 

 

  

警告 

注意喚起ステッカー 

進入禁止措置(例) 
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＜運行管理者の方にお守りいただきたいこと＞ 

 

 

利用者が転倒し、けがの恐れがありますので、トラベーターでカートを使用する

場合は、使用開始前に利用方法に関する注意喚起ステッカー（5-4-3 参照）を

利用者の目に付くところに貼り付けて注意喚起してください。 

 

混雑した利用状況（ステップ３段当り利用者が４人以上の状態 ※）が一定時間継続す

るとエスカレーター・トラベーターが停止する恐れがありますので、混雑することが

予想される場合は、あらかじめ係員を配置し利用者を誘導するなどして、混雑を防止

して利用を制限してください。 

※ １人あたりの質量は 65ｋｇを想定しています。 

※ S1000 形の場合、ステップ 3 段当り、利用者 4 人以下に制限してください。 

※ Ｓ600 形の場合、ステップ５段当り、利用者 4 人以下に制限してください。 

※ S1400 形トラベーターの場合パレット３段当り、利用者４人以下に制限してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S600 形の例             S1000 形の例 

：ステップ 5 段当り 4 人以下      ：ステップ 3 段当り 4 人以下 

      

混雑した利用状況では、係員を配置し、利用者を誘導

するなどして、整列利用を促し、定められた利用者数

を順守してください。 

（左の図は S1000 形の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 
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5-2 運行管理者の方より利用者にご指導いただきたいこと 
 

次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 
 

＜運行管理者より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 
 

状況次第により予測できない事故のおこる恐れがありますので、地震・火災の時はエ

スカレーター・トラベーターを使用しないでください。 
 

利用者がスリップにより転倒し、死亡・けがの恐れがありますので、エスカレーター・

トラベーターに油類や水がかかった場合は、直ちに使用を中止してください。速やか

に専門技術者による点検を受けてください。 

利用者が転倒・転落し、死亡・けがの恐れがあり

ますので、エスカレーターでは車いす・ベビーカ

ー・ショッピングカート・台車及びそれに類する

ものは利用しないでください。 

・ エレベーターが設置されている場合はエレベー

ターのご利用をお勧めください。 

 

 

 

 

車いすでトラベーターを利用される場合は、必ず介添の方と同乗してください。 

・ 介添の方はトラベーターから降りる

際に、車いすを支えていただけます

ようにご指導願います。 

・ 介添の方はトラベーターの利用中は

車いすのブレーキをかけるなど、車

いすが動き出さないようにしてくだ

さい。 

・ 介添の方はトラベーターの降り口で

は車いすを前方に押すなどして、前

輪を前に向けてください。（前輪が

横を向いていると車いすがトラベー

ターから降りにくくなります。） 

手すりに乗ったり、跨ったり、寄りか

からないようにしてください。 

・ 利用者が転落し、死亡・けがの原因

となります。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

危険 
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5-2 運行管理者の方より利用者にご指導いただきたいこと 
 

次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 
 

＜運行管理者より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 
 

状況次第により予測できない事故のおこる恐れがありますので、地震・火災の時はエ

スカレーター・トラベーターを使用しないでください。 
 

利用者がスリップにより転倒し、死亡・けがの恐れがありますので、エスカレーター・

トラベーターに油類や水がかかった場合は、直ちに使用を中止してください。速やか

に専門技術者による点検を受けてください。 

利用者が転倒・転落し、死亡・けがの恐れがあり

ますので、エスカレーターでは車いす・ベビーカ

ー・ショッピングカート・台車及びそれに類する

ものは利用しないでください。 

・ エレベーターが設置されている場合はエレベー

ターのご利用をお勧めください。 

 

 

 

 

車いすでトラベーターを利用される場合は、必ず介添の方と同乗してください。 

・ 介添の方はトラベーターから降りる

際に、車いすを支えていただけます

ようにご指導願います。 

・ 介添の方はトラベーターの利用中は

車いすのブレーキをかけるなど、車

いすが動き出さないようにしてくだ

さい。 

・ 介添の方はトラベーターの降り口で

は車いすを前方に押すなどして、前

輪を前に向けてください。（前輪が

横を向いていると車いすがトラベー

ターから降りにくくなります。） 

手すりに乗ったり、跨ったり、寄りか

からないようにしてください。 

・ 利用者が転落し、死亡・けがの原因

となります。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

危険 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

    

利用者が転落し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、デッキボードの上を歩かな

いようにしてください。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

利用者が転落し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、欄干から身体を外に乗り出

さないようにご指導願います。 

・ 三角部に挟まれる恐れがあります。 

・ エスカレーター・トラベーター付近の

ものと衝突する恐れがあります。 

 

 

 

思わぬ事故につながる恐れがありますの

で、子供をエスカレーター・トラベータ

ーで遊ばせないでください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

利用者が転倒・転落し、死亡・けがの恐

れがありますので、子供だけでエスカレ

ーター・トラベーターを利用させないで

ください。特に複数の子供が利用する場

合はご注意ください。 

・ 思わぬ利用の仕方が原因で、けがをす

る恐れがあります。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

危険 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがありますので、

エスカレーター・トラベーターご利用の際は歩いた

り、走ったりしないてください。 

・ 他の利用者と接触し、利用者が転倒し、死亡・けが

の原因となります。 

・ ステップやパレットに衝撃を加えると安全装置が作

動して、エスカレーター・トラベーターが停止する

ことにより、利用者が転倒し、死亡・けがの原因と

なります。 
 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがありますので、エスカレーター・トラベーターを

ご利用の際はステップ/パレット 1 段当り３人以上乗らないでください。 

S600 形の場合はステップ 1 段当り 2 人以上乗らないでください。 

・ 想定されていない利用方法では、姿勢維持のために手すりを掴むことに支障をきたし

ます。そのため、姿勢を崩した場合転倒の恐れがあります。 

・ 両端の利用者はステップの端に寄るために、黄色い線から足がはみ出し、ステップと

スカートガードの間に挟まれ・引き込まれる恐れがあります。 

※ １人あたりの質量としては 65kg を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           S600 形              S1000 形 

利用者がエスカレーター・トラベーターに殺到するような状況が想定される場合は、あ
らかじめ係員を配置し利用者を誘導するなどして、過度の利用者の乗込みを防止してく
ださい。 
また、乗降口に利用者が滞留することのないように誘導してください。 
・ 他の利用者と接触し、利用者が転倒し、死亡・けがの原因となります。 
・ 利用者の移動が妨げられると、衝突・転倒し、けがの原因となります。 

火災となる恐れがありますので、エスカレーター・トラベーターでは、喫煙しないでく
ださい。 
  

機器の破損や故障、またそれによる思わぬ事故の恐れがありますので、エスカレータ
ー・トラベーターに物を落としたりゴミを捨てないでください。 
・ ステップやくしの破損につながり利用者のけがの原因になります。 
・ エスカレーター内部に入り込むと故障の原因になります。 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 
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・ 想定されていない利用方法では、姿勢維持のために手すりを掴むことに支障をきたし

ます。そのため、姿勢を崩した場合転倒の恐れがあります。 

・ 両端の利用者はステップの端に寄るために、黄色い線から足がはみ出し、ステップと

スカートガードの間に挟まれ・引き込まれる恐れがあります。 

※ １人あたりの質量としては 65kg を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           S600 形              S1000 形 

利用者がエスカレーター・トラベーターに殺到するような状況が想定される場合は、あ
らかじめ係員を配置し利用者を誘導するなどして、過度の利用者の乗込みを防止してく
ださい。 
また、乗降口に利用者が滞留することのないように誘導してください。 
・ 他の利用者と接触し、利用者が転倒し、死亡・けがの原因となります。 
・ 利用者の移動が妨げられると、衝突・転倒し、けがの原因となります。 

火災となる恐れがありますので、エスカレーター・トラベーターでは、喫煙しないでく
ださい。 
  

機器の破損や故障、またそれによる思わぬ事故の恐れがありますので、エスカレータ
ー・トラベーターに物を落としたりゴミを捨てないでください。 
・ ステップやくしの破損につながり利用者のけがの原因になります。 
・ エスカレーター内部に入り込むと故障の原因になります。 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者の挟まれ・巻き込まれによるけがの恐れがありますので、黄色

い線の内側に乗るようにしてください。 

・ ステップとスカートガードやクリートライザーとの間に挟まれ・巻

き込まれが発生し、けがの原因となります。 

・ 特にゴム製のサンダルや長靴などの表面が滑りにくくやわらかい

素材の履物については、巻き込まれたり挟み込まれる可能性が高いので

ご注意願います。 

利用者の転倒の恐れがありますので、エスカレーター・トラベーターの利

用時には、必ず手すりにつかまってください。 

・ 転倒防止に有効ですので、利用者へご指導ください。 

・ 手すりは必ず上から持つようにご指導願います。下からつかまると、

手すりに挟まったり巻き込まれが発生し、けがの原因となります。 

利用者の衝突・転倒の恐れがありますので、床板周

辺では立ち止まらないでください。床板を横切るこ

とはエスカレーター・トラベーターの利用を妨げま

すので、横切らないでください。 

・ 自動運転の場合で、エスカレーター・トラベータ

ーが運転を開始してから、乗り込むまでに時間を

かけると、利用中に停止あるいは起動することで、

転倒によりケガをする恐れがあります。 

 

 

 

利用者が巻き込まれにより転倒する恐れがありま

すので、靴ひもや衣類の先が長い場合、巻き込まれ

ないように注意してください。 

・ 靴ヒモがほどけていたり、長すぎるとステップ/パ

レットとスカートガード間やステップ/パレット

とくしの間に巻き込まれが発生しけがや故障の原

因となります。 

・ 衣類も丈が長い場合には同様に巻き込まれる恐れ

があるので注意が必要です。 

 

 

 

 

荷物が転倒すると、利用者が転倒し、死亡・けがの

恐れがありますので、エスカレーターでは大きな荷

物を運ばないでください。 

・ 荷物が転倒すると、他の利用者にけがを負わす恐

れがあります。 

 

 

 

 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、高齢者や子供及び目や体の不

自由な方がエスカレーター・トラベーター

を利用する場合は介添者が同乗するよう

にしてください。 

・ 高齢者は乗降時にステップ/パレットと

タイミングが合わず転倒することがあり

ます。これを防ぐためにも、介添者がつ

くように指導ください。 

・ 子供はふざけて転倒したり、挟まれたり

する恐れがあるので、介添者と同乗する

ように指導してください 

・ 近くにエレベーターがある場合は、エレ

ベーターの利用を推奨してください。 

 

 

 
 

利用者が転倒し、けがの恐れがあります

ので、降口ではくしに衝突しないように、

跨いで降りてください。 

 

 

 

  

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、履物が水などで濡れている場

合、必ず水分を拭き取ってからエスカレー

ター・トラベーターを利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、高齢者や子供及び目や体の不

自由な方がエスカレーター・トラベーター

を利用する場合は介添者が同乗するよう

にしてください。 

・ 高齢者は乗降時にステップ/パレットと

タイミングが合わず転倒することがあり

ます。これを防ぐためにも、介添者がつ

くように指導ください。 

・ 子供はふざけて転倒したり、挟まれたり

する恐れがあるので、介添者と同乗する

ように指導してください 

・ 近くにエレベーターがある場合は、エレ

ベーターの利用を推奨してください。 

 

 

 
 

利用者が転倒し、けがの恐れがあります

ので、降口ではくしに衝突しないように、

跨いで降りてください。 

 

 

 

  

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、履物が水などで濡れている場

合、必ず水分を拭き取ってからエスカレー

ター・トラベーターを利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者がインレットに引き込まれけ

がの恐れがありますので、手すりの入

込口付近で、子供を遊ばせないでくだ

さい。 

手すりの入込口前では必ず手すりか

ら手を放してください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れが

ありますので、進行方向の逆を向いて

乗ったり歩いたりしないでください。 

・ 転倒した場合に大変危険です。 

・ 降り口で安全に降りることが出来

ない恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

利用者がけがをする恐れがあります

ので、素足で利用したり、腰掛けたり、

ステップに手をついたりしないでく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、停止中のエスカレーターを

階段・雛壇・見物席として使用しないで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、踏面の溝やステップとスカ

ートガードの隙間に、傘や杖の先などの

鋭利なものを入れないでください。 

・ 物が挟まった場合は、直ちに使用を中

止し速やかに専門技術者による点検

を受けてください。 

 

 

利用者がスリップなどして転倒し、けが

の恐れがありますので、ピンヒール、ゴ

ム類の履物（長靴・ズックなど）、スリ

ッパ、サンダル、下駄、スキーブーツな

どを履いたままエスカレーター・トラベ

ーターを利用しないでください。 

・ ヒールの先が踏面の溝にはまり抜け

なくなり、利用者が巻き込まれてけが

の原因となります。 

 
 

 
 

 

利用者が転倒し、けがの恐れがあります

ので、緊急時以外には非常停止ボタンは

押さないでください。 

・ 非常停止ボタンを押すと、停止のショ

ックで、利用者が転倒し、けがの原因

となります。 

・ こうした危険性について、利用者に十

分説明ください。 
 

 

 

 

 

 

 
  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、停止中のエスカレーターを

階段・雛壇・見物席として使用しないで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

利用者が転倒し、死亡・けがの恐れがあ

りますので、踏面の溝やステップとスカ

ートガードの隙間に、傘や杖の先などの

鋭利なものを入れないでください。 

・ 物が挟まった場合は、直ちに使用を中

止し速やかに専門技術者による点検

を受けてください。 

 

 

利用者がスリップなどして転倒し、けが

の恐れがありますので、ピンヒール、ゴ

ム類の履物（長靴・ズックなど）、スリ

ッパ、サンダル、下駄、スキーブーツな

どを履いたままエスカレーター・トラベ

ーターを利用しないでください。 

・ ヒールの先が踏面の溝にはまり抜け

なくなり、利用者が巻き込まれてけが

の原因となります。 

 
 

 
 

 

利用者が転倒し、けがの恐れがあります

ので、緊急時以外には非常停止ボタンは

押さないでください。 

・ 非常停止ボタンを押すと、停止のショ

ックで、利用者が転倒し、けがの原因

となります。 

・ こうした危険性について、利用者に十

分説明ください。 
 

 

 

 

 

 

 
  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が挟まれ・引き込まれによるけ

がの恐れがありますので、スカートガ

ードやクリートライザーに触れない

ように利用してください。 

・ ステップのすきまに利用者が引き込

まれ、けがの原因となります。特にゴ

ム製のサンダルや長靴などの表面が

滑りにくくやわらかい素材の履物に

ついては、巻き込まれたり挟み込まれ

る可能性が高いのでご注意願います。 

・ ステップ上に物を落とした場合は挟

まれないように充分注意してくださ

い。 

 

 

 

 

ガラスの場合利用者がけがの恐れがあ

りますので、内側板に硬いものを接触

あるいは衝突させないでください。  

・ ガラスの場合、破壊する恐れがあり危

険です。 

※ガラスが破損した場合は、直ちにエス

カレーター・トラベーターの使用を中

止し保守会社に連絡ください。 

 

 

 

 

 

利用者が転倒・転落する恐れがありま

すので、体調の悪い方や飲酒されてい

る方はエスカレーター・トラベーター

を使用しないでください。 

・ 利用中に転倒あるいは転落した場

合、けがをする恐れがあります。 

・ 転倒し、他の利用者と衝突すると、

折り重なって倒れる原因となる恐れ

があります。 

・ エレベーターがある場合はエレベー

ターを利用してください。 

 

 

機器の破損・事故の恐れがありますの

で、エスカレーター・トラベーターで

長尺物を運搬しないでください。 

・ バランスを崩して転倒する恐れがあ

ります。 

・ 他の利用者にぶつけ、転倒させたり

けがをさせる恐れがあります。 

・ 長尺物の上端が天井に接触すると反

動でステップ・パレットに大きな力

が加わり、破壊したり外れたりする

ことで、利用者が転落する恐れがあ

ります。 

 

  
 

  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

機器の破損・事故の恐れがありますの

で、欄干にものを立て掛けたり、ステ

ップの端にものを置かないでくださ

い。 

・ 欄干部品の破損・変形により、けが

をする恐れがあります。 

 

 

利用者の転倒や機器の破損の恐れが

ありますので、欄干にもたれかからな

いでください。 

 

・ 衣類が引っ掛かるとバランスを崩し

て転倒する恐れがあります。 

・ ガラスの場合、破壊する恐れがあり危

険です。 

※ガラスが破損した場合は、直ちにエスカ

レーター・トラベーターの使用を中止

し保守会社に連絡ください。 

 

 
 
  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

機器の破損・事故の恐れがありますの

で、欄干にものを立て掛けたり、ステ

ップの端にものを置かないでくださ

い。 

・ 欄干部品の破損・変形により、けが

をする恐れがあります。 

 

 

利用者の転倒や機器の破損の恐れが

ありますので、欄干にもたれかからな

いでください。 

 

・ 衣類が引っ掛かるとバランスを崩し

て転倒する恐れがあります。 

・ ガラスの場合、破壊する恐れがあり危

険です。 

※ガラスが破損した場合は、直ちにエスカ

レーター・トラベーターの使用を中止

し保守会社に連絡ください。 

 

 
 
  

警告 
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次の項目は運行管理者の方より利用者の方に対して、確実にご指導あるいは 
ご説明いただきますようにお願いいたします。 

＜運行管理者の方より利用者へ指導あるいは説明いただきたいこと＞ 

 

利用者が転倒しけがの恐れがありま

すので、エスカレーター・トラベータ

ーのステップにはリュックやカバン、

ひもが付いている荷物などを乗せな

いでください。 

・ ひもがステップ・パレットに引っ掛

かると巻き込まれて利用者が転倒

し、けがの原因となります。 

・ エスカレーター・トラベーターを損

傷する場合があります。 
 

 

利用者がけがの恐れがありますので、

デッキボードや手すりの上に荷物な

どを乗せないでください。 

・ 荷物が滑り落ちて思わぬ事故になる

場合があります。 

 

 

 

 

挟まれ・巻き込まれる恐れがあります

ので、ペットをエスカレーター・トラ

ベーターに乗せないでください。 

・ 首輪のひもがステップ・パレットに

引っ掛かると巻き込まれたり、ペッ

トの足や体の一部が巻き込まれるな

ど思わぬ事故の原因となります。 

  

 

 

 
 
  

絵を追加してくださ

い。 

注意 

24
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5-3 注意喚起ステッカー 
 
 
 

運行管理者の方は注意喚起ステッカーを利用者の目に付くところに貼り付けくださ
い。 

 
◎本書とともに以下の注意喚起ステッカーをお渡しいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ E-018、E-020、E-022A、E-030、E-031、E-038 は一般社団法人日本エレベーター協会の出版物です。 

※ ステッカーの仕様、種類は、予告なく変更されることがあります。 
 
  

 

 

注
意
喚
起
ス
テ
ッ
カ
ー 

 

手すり乗り出し禁止 

E-020 

 

 

ベビーカー禁止 

E-022A 

 

 

子供のけが注意 

E-030 

 

 

自動運転エスの 

注意喚起 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

目
的 

手すりから身体を乗り出

す等の危険行為を禁止す

るものです。 

※必ず貼付けてください。 

ベビーカー、カート、車いす、

台車などを乗せることを禁

止するものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

子供がエスカレーターで遊

ぶことを禁止するものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

対
象 

全てのエスカレーター利

用者 

ベビーカー、カート、車いす、

台車を使用してエスカレー

ターを利用しようとしてい

る方 

全てのエスカレーター利用

者、エスカレーター周辺にい

る方 

（特に子供、保護者） 

注
意
喚
起
ス
テ
ッ
カ
ー 

 

歩行禁止 

E-031 

 

 

巻き込まれ注意 

E-038 

 

 

黄色い線の内側に 

E-018 

 
 

目
的 

エスカレーターの歩行を

禁止するものです。 

※必要に応じて貼付けて

ください。 

衣類（スカートのすそ、マフ

ラー）や長靴などが巻き込ま

れないように注意喚起する

ものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

エスカレーターの正しい利

用方法についてお知らせす

るものです。 

※必ず貼付けてください。 

ポスト付エスカレーター

の正しい利用方法につい

てお知らせするもので

す。※必ず貼付けてくだ

さい。 

対
象 

全てのエスカレーター利

用者 

 

全てのエスカレーター利用

者 

（特に裾の長いスカートや

ゴム長靴を履いている方） 

全てのエスカレーター利用

者 

全ての自動運転エスカレ

ーターの利用者 
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5-3 注意喚起ステッカー 
 
 
 

運行管理者の方は注意喚起ステッカーを利用者の目に付くところに貼り付けくださ
い。 

 
◎本書とともに以下の注意喚起ステッカーをお渡しいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ E-018、E-020、E-022A、E-030、E-031、E-038 は一般社団法人日本エレベーター協会の出版物です。 

※ ステッカーの仕様、種類は、予告なく変更されることがあります。 
 
  

 

 

注
意
喚
起
ス
テ
ッ
カ
ー 

 

手すり乗り出し禁止 

E-020 

 

 

ベビーカー禁止 

E-022A 

 

 

子供のけが注意 

E-030 

 

 

自動運転エスの 

注意喚起 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

目
的 

手すりから身体を乗り出

す等の危険行為を禁止す

るものです。 

※必ず貼付けてください。 

ベビーカー、カート、車いす、

台車などを乗せることを禁

止するものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

子供がエスカレーターで遊

ぶことを禁止するものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

対
象 

全てのエスカレーター利

用者 

ベビーカー、カート、車いす、

台車を使用してエスカレー

ターを利用しようとしてい

る方 

全てのエスカレーター利用

者、エスカレーター周辺にい

る方 

（特に子供、保護者） 

注
意
喚
起
ス
テ
ッ
カ
ー 

 

歩行禁止 

E-031 

 

 

巻き込まれ注意 

E-038 

 

 

黄色い線の内側に 

E-018 

 
 

目
的 

エスカレーターの歩行を

禁止するものです。 

※必要に応じて貼付けて

ください。 

衣類（スカートのすそ、マフ

ラー）や長靴などが巻き込ま

れないように注意喚起する

ものです。 

※必要に応じて貼付けてく

ださい。 

エスカレーターの正しい利

用方法についてお知らせす

るものです。 

※必ず貼付けてください。 

ポスト付エスカレーター

の正しい利用方法につい

てお知らせするもので

す。※必ず貼付けてくだ

さい。 

対
象 

全てのエスカレーター利

用者 

 

全てのエスカレーター利用

者 

（特に裾の長いスカートや

ゴム長靴を履いている方） 

全てのエスカレーター利用

者 

全ての自動運転エスカレ

ーターの利用者 

 

 

26 

所有者等の方又は運行管理者の方は、建物用途に合わせた 
注意喚起ステッカーを貼り付けてください。 
 

建物用途別ステッカー推奨例及び貼りつけ推奨位置は下記のとおりです。 
 

＜建物用途別ステッカー推奨例＞ 

注意喚起ステッカー名 品番 

（日本エレベー

ター協会標準） 

建物用途 

病院、交通施設 

駅舎、空港、歩道橋な

ど 

ショッピングセンター 

デパート、複合施設な

ど 

オフィス専用ビル 

黄色い線の内側に 

手すり乗り出し禁止 

E-018  

E-020 
必須 必須 必須 

ベビーカー禁止 

子供のけが注意 

E-022A 

E-030 
推奨 推奨 必要に応じ 

巻き込まれ注意 E-038 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 

歩行禁止 E-031 推奨 必要に応じ 必要に応じ 

ポスト付エスの注意喚起 ————— 必須（ポスト付き） 必須（ポスト付き） 必須（ポスト付き） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜貼りつけ推奨位置＞ 

 貼りつけ位置詳細 

注 

意 

喚 

起 
ス 
テ 

ッ 

カ 

ー 

ステッカー2 又は４枚の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステッカー3 又は６枚の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動運転エスの注意喚起 

 

ステッカー5 枚の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三角ガードへの貼りつけ例 
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5-4 トラベーターにおけるショッピングカートの利用方法に関する注意 

特に傾斜形トラベーターのダウン運転でショッピングカートを使用すると、次の理由で利用者が

転倒しやすいと考えられています。 

 

5-4-1 カート使用時の転倒要因（傾斜形の場合） 
① トラベーターに乗り込む。 

② 下りの傾斜部分ではカートが人から離れる。 

③ 姿勢を補正するためカートに近づく。（カートによっては後輪の間に足が入る。） 

④ 傾斜部から水平部に入ると、カートの取っ手により後方に押し返される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上部乗口     ②傾斜部      ③傾斜部      ④下部降口 

       図．傾斜形トラベーターにおけるカート利用と利用者の関係 

 

 

5-4-2 カート使用時の転倒防止対策 

上図の④において、カートがトラベーターから降りる場合に、前輪がくしに乗り上げる際、利用

者がカートにより、後方に押されるため転倒する恐れがあります。 

従って、これを防止する意味から下記のような姿勢で降りるように利用者に指導ください。 

 

 

降り口付近では下図のように脚を前後して、くしに乗り上げるときに 
カートを少し押すことで転倒を防ぐことが出来ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
図．降り口付近での推奨姿勢 

傾斜形 水平形 
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傾斜形 水平形 
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5-4-３ 注意喚起ステッカー 

 
注意喚起ステッカーを利用者の目に付くところに貼り付けください。 

 
 

◎ 本書とともに以下の注意喚起ステッカーをお渡しいたします。 

◎ 所有者等の方は、標識の掲示、アナウンス等によって昇降機の利用者に対してその安全な利用

を促す措置を講じることが、 

「昇降機の適切な維持管理に関する指針」第二章第 4-1 に定められています。 

 
トラベーターでショッピングカートを使用する場合の注意 

 

注
意
喚
起
ス
テ
ッ
カ
ー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対
象 ショッピングカートの利用者 

※ ステッカーの仕様は、予告なく変更される場合があります。 

 

ステッカーの貼りつけ推奨位置は下図のとおりです。 

推奨貼り付け位置詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

 
  

トラベーターの運転方向 

が下り方向の場合の場合 くし 

約4000 
約200 

降りるときは 
カートを両手で 
押して下さい。 

傾斜形 

水平形 
くし 
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5-4-4 ショッピングカートの利用における注意事項 

カートを利用する場合の注意事項について、次にまとめます。 

＜運行管理者の方にお守りいただきたいこと＞ 

 

・ 重大な事故のおそれがありますので、傾斜形トラベーターでカートを使用する

場合、カートの構造はパレット上に乗っている間は４輪ともブレーキがかかる

ものを使用してください。ブレーキがかからないと下方向に暴走する可能性が

あり、大変に危険です。 

・ カートの前輪の前方に補助輪を取付けると、降り口でのくし部への乗り上げが

よりスムーズに出来るようになります。（この対策は水平形トラベーターでも

有効です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

危険 

くし 

補助輪 

前輪 

パレット 
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危険 

くし 

補助輪 

前輪 

パレット 
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＜運行管理者の方より利用者にご指導いただきたいこと＞ 

  

機器の破損や事故の恐れがありますので、荷物の積載はカートを含めて 40kg 以下

に制限してください。 

・ トラベーターはカートを含めた質量が最大 40kg までを想定しています。 

・ 高齢者や応分の体力がない利用者の場合は荷物の積載量を少なくするように指

導してください。（重くなるとトラベーターから降りる場合にうまくカートを押

し出せず、転倒する恐れがあります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

警告 
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■6.エスカレーター・トラベーター各部位の名称と働き 

6-1 エスカレーター・トラベーター各部位の働き 
各部位の名称は、エスカレーター・トラベーター構造及び各部位の名称を参照してください。 

名称 働き 

操 
 

作 
 

盤 

非常停止ボタン 
押ボタンスイッチになっており、非常時このボタンを押すとエスカ
レーターは停止します。 

起動スイッチ 

<エスカレーター> 
「ＵＰ」側に回すと上昇運転を始めます。 
「DOWN」側に回すと下降運転を始めます。 
<トラベーター（水平形）> 
「FORWARD」側に回すと制御盤の設置側へ運転を始めます。 
「REVERSE」側に回すと制御盤の設置側と逆へ運転を始めます。 
<トラベーター（傾斜形）> 
「ＵＰ」側に回すと上昇運転を始めます。 
「DOWN」側に回すと下降運転を始めます。 

警報ブザースイッチ
兼エスカレーター停
止スイッチ 

「STOP」側に回すと運転中のエスカレーターは停止します。 
「BUZZER」側に回すとブザーが鳴ります。 
（起動・停止の際の警報に使用します） 

照明スイッチ 
（オプション） 

「ＯＮ」側に操作すると照明類が点灯します。「ＯＦＦ」側で消灯
します。（円形灯、欄干照明、スカートガード照明、ステップ下照
明、コムライト等） 

運転状態表示器 
故障や安全装置作動などの原因で停止した場合に、その動作情報と
再起動可能かどうかを表示します。詳細は 6-3 を参照。 

各種操作スイッチ エスカレーター・トラベーターの運転停止や各種機能の動作/停止を

切替えます。詳細は 6-2-2 を参照。 

手すり エスカレーター・トラベーター利用時は必ず手すりにつかまるよう
利用者をご指導ください 

ステップ/パレット 利用者の乗るスペースです。利用者がデマケーションラインを踏ま
ない範囲に乗るよう、ご指導ください。 

内側板 エスカレーター・トラベーター内側のパネルです。（内側板はガラ
スパネルとステンレスパネルの機種があります。） 

※ ガラスパネルには強化ガラスを使用しております。強化ガラスはガラス

内に残存する不純物により不意に破損する恐れがあることから(社)日本

エレベーター協会標準 JEAS-525(標 09-10)が制定されました。 

これを受けて当社では 2010 年 10 月からガラスパネル適用時は飛散防

止フィルム貼付を基本仕様とし、推奨しております。（設置レイアウト

により貼付していない場合があります。） 
デマケーションライン 前後の踏段の境目（デマケーションコム）や両端（デマケーション

クリート）の部分に足を乗せないように、黄色のプラスチック製の
注意ラインを設けています。 

※ トラベーターは両端部のみです。 

クリートライザー 
（エスカレーターのみ） 

乗降口付近で前後の踏段が水平のときでも、踏板とライザーが深く
かみあい、物などがはさまれにくくしています。 

くし 乗降口で踏板のクリートとかみあって踏面の上のものをすくい取る
働きをします。 

床板 乗降口で、この下部に機械・制御装置が内蔵されており、メンテナ
ンスする際に開けることがあります。 

スカートガード ステップ・パレット側面のパネルで、エスカレーターの場合は、低
摩擦仕上げを施して滑りやすくし、靴などがはさまれにくくしてい
ます。 
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スパネルとステンレスパネルの機種があります。） 

※ ガラスパネルには強化ガラスを使用しております。強化ガラスはガラス
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スカートガード ステップ・パレット側面のパネルで、エスカレーターの場合は、低
摩擦仕上げを施して滑りやすくし、靴などがはさまれにくくしてい
ます。 
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手すり 

内側板 

デマケーションライン 

クリートライザー 

スカートガード 

床板 

くし 

ステップ・パレット 

デマケーションライン 

非常停止ボタン 起動スイッチ 

警報ブザースイッチ

兼 エスカレーター 

停止スイッチ 

照明スイッチ 

操作盤 

運転状態表示器 
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6-2 操作スイッチ 

運転開始、停止及び運転方法の変更などの際に、キーを差込みキースイッチに表示されて 

いる運転内容を確認してから、必要な方向にキーをまわして操作してください。 

※自動運転仕様の場合は、「A．自動運転仕様」も参照してください。 
 
 

6-2-1 操作方法の種類 

操作スイッチの操作方法には大きく分けて 3 種類ありますので、ご承知おきください。 

スプリングバック式 
キーを中央で挿抜し、左右にまわして操作します。キーをま

わした後、手を離すと中央に戻ります。 

２点抜き 

３点抜き 

キーを任意の位置（２点または３点）で挿抜し、任意の状態

に設定します。 

ボタン押下式 ボタンを押すことで動作します。キーは不要です。 

 

6-2-2 操作スイッチの種類及び取付位置 

下記のスイッチは乗降部の操作盤にあります。操作盤はエスカレーターの上下階の乗降部に取付

けてありますから、上下どちらの階でも操作できます。 

 

 

 

 

 

起動スイッチ（スプリングバック式） 

［エスカレーター、傾斜形トラベーター］ 

「UP」側に回すと上昇運転を、「DOWN」側に回すと下降運転を

始めます。 

［水平形トラベーター］ 

左図の「UP」が「FORWARD」、「DOWN」が「REVERSE」

と表示されています。 

「FORWARD」側に回すと制御盤の設置側へ、「REVERSE」側

に回すと制御盤の設置側と逆へ運転を始めます。 

 

 

 

 

 

警報・停止スイッチ（スプリングバック式） 

「STOP」側に回すとエスカレーターは停止します。 

「BUZZER」側に回している間、逆の乗り場側のブザーが鳴動します。 

 

 

 

 

 

非常停止ボタン（ボタン押下式） 

このボタンを押すとエスカレーターは停止します。誤乱用を防止する

構造としていますので、強く押してください。 

 

非常停止ボタンは緊急時以外押さないでください。 

 

 

 

 

 

 

自動運転スイッチ（２点抜き、又はスプリングバック式） 

自動運転を する（ON）／しない（OFF） の選択をします。 

仕様により操作が異なるので、詳細は A-4 自動運転の起動・停止を参

照してください。 

 

 

 

 

 

速度切替スイッチ（２点抜き） 

運転速度を切り替えます。（L 側：低速、H 側：高速） 
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起動スイッチ（スプリングバック式） 

［エスカレーター、傾斜形トラベーター］ 

「UP」側に回すと上昇運転を、「DOWN」側に回すと下降運転を

始めます。 

［水平形トラベーター］ 

左図の「UP」が「FORWARD」、「DOWN」が「REVERSE」

と表示されています。 

「FORWARD」側に回すと制御盤の設置側へ、「REVERSE」側

に回すと制御盤の設置側と逆へ運転を始めます。 

 

 

 

 

 

警報・停止スイッチ（スプリングバック式） 

「STOP」側に回すとエスカレーターは停止します。 

「BUZZER」側に回している間、逆の乗り場側のブザーが鳴動します。 

 

 

 

 

 

非常停止ボタン（ボタン押下式） 

このボタンを押すとエスカレーターは停止します。誤乱用を防止する

構造としていますので、強く押してください。 
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自動運転スイッチ（２点抜き、又はスプリングバック式） 

自動運転を する（ON）／しない（OFF） の選択をします。 

仕様により操作が異なるので、詳細は A-4 自動運転の起動・停止を参

照してください。 

 

 

 

 

 

速度切替スイッチ（２点抜き） 

運転速度を切り替えます。（L 側：低速、H 側：高速） 
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照明スイッチ（スプリングバック式） 

照明類の 点灯（ON）／消灯（OFF）をします。 

（欄干照明、スカートガード照明、ステップ下照明、コムライト、 

円形灯） 

 

 

 

 

 

オートアナウンススイッチ（２点抜き） 

オートアナウンス発報を する／しない の選択をします。 

オートアナウンスはエスカレーター運転中のみ発報されます。 

※ 装備されるスイッチはエスカレーターの仕様により異なります。 

 

6-３ 運転状態表示器（オプション仕様） 

上部の操作盤近傍に取り付けてあり、それぞれの LED の表示内容は以下です。 

2 桁表示の場合 1 桁表示の場合 表示内容 

 

 

 

 

 緑 LED 

点灯している場合、エスカレーターは運転できます。 

 

 

 

 

 赤 LED 

点灯している場合、エスカレーターは運転できません。 

 

 

 

 

 セグメント LED（数字部） 

故障や安全装置動作などの原因で停止した場合に、その

故障内容（12-4 項参照）を表示します。 

また、１桁表示の場合、速度切替後しばらくの間速度情

報を表示します（下図(a)）。2 桁表示の場合、運転中に

速度を表示します（下図(b)）。 

 

 

 

 

 セグメント LED（ドット部） 

ドット(2 桁表示の場合は左側)が点灯している場合、安全

回路が動作中であることを示します。2 桁表示の右側の

ドットが点灯している場合、自動運転中であることを示

します。 

 

  

(a) 1 桁表示の速度切替後 (b) ２桁表示の運転中（30m/min の場合） 

図．運転速度の表示 
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6-4 運転方向表示器（オプション仕様） 

運転状態に合わせて、運転方向表示器には以下が表示されます。 

状態 乗場側 降場側 

 

運転中 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常停止中 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表示内容は仕様により異なる場合があります。 
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6-4 運転方向表示器（オプション仕様） 

運転状態に合わせて、運転方向表示器には以下が表示されます。 

状態 乗場側 降場側 

 

運転中 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常停止中 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表示内容は仕様により異なる場合があります。 
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■7.エスカレーター・トラベーターの安全装置と働き 

7-1.エスカレーター 

7-1-1.エスカレーターの安全装置 

エスカレーターには下記の安全装置が設けられています。これらの安全装置が作動してエスカレ

ーターが停止した場合には、原因の確認と排除が必要です。このような場合には、１２-3、１２

-4 の内容に従い確認の上、必要に応じて保守会社による機器の点検を受けた後エスカレーター

の運転を再開してください。運転状態表示器(6-3 参照)が設置されている場合は、表示器のイン

ジケーター表示も参考にしてください。 

 

 

 

 

名 称 
ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ 

表示 
働 き 

① ブレーキ － － 動力電源が切れたときに作動し、エスカレーターを停止させます。 

②調速機 

（HGD、 LGD） 
Ｆ EF 

速度の著しい低下、または定格速度から一定以上増速したとき作動し、エスカレ

ーターを停止させます。 

③駆動チェーン安全装置 

（DCS） 
Ｆ E0 駆動チェーンが破断したときに作動し、エスカレーターを停止させます。 

④インレット安全装置 

（HGS） 

 １ E1 

インレットガード……………手すり入り込み口を軟質ゴム製とし、手が引き込ま

れにくくしています。 

インレットガードスイッチ…手すり入り込み口に手が引き込まれた場合に作動

しエスカレーターを停止させます。 

 

⑤非常停止ボタン 

（ESTOP） 
Ｅ EE このボタンを押すとエスカレーターが停止します。 

⑥スカートガード安全装置 

（SSS） 
３ E3 

スカートガードとステップとの間に物がはさみ込まれた場合に作動しエスカレ

ーターを停止させます。 

⑦踏段異常走行（浮き上がり）

検出装置（CRS） ２ E2 

ステップ相互間又はスカートガードとステップの間にはさみ込まれライザー側

が浮き上がったり、踏段走行に異常があったときに作動し、エスカレーターを停

止させます。 

⑧手すり遅速検出装置 

（HSS） 
５ E5 

手すりの速度とステップの速度が著しく同期しないときに作動し、エスカレータ

ーを停止させます。 

7-1-2 安全装置の名称と働き 

（上部駆動形） 

①② 

⑬ 

⑭ 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑦ ⑥ ⑤ 
④ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 

⑫ 

⑫ 

⑬ 

⑪ 

(K1) 

(K2) 

階高により機器の配置が 

一部異なる場合があります。 

⑭ 
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＜参考情報：以下の機能は注意喚起機能であり、安全装置ではありません＞ 
（オプション仕様のため付加されていない場合があります。） 

名 称 働 き 

(K1)気配りアナウンス（インレット部） インレット部への接近を検出するセンサーにより、ブザーとともに注意メッセ

ージをアナウンスします。 

(K2)気配りアナウンス（アウターデッキ部） お子様に多い手すりからの乗り出しを検出するセンサーを設置。ブザーととも

に注意メッセージをアナウンスします。 
 

 
 
 
 
  

⑨踏段チェーン安全装置 

（SCS） Ｆ E0 
踏段チェーンが破断したり、過度に伸びた場合に作動し、エスカレーターを停止

させます。 

⑩くし安全装置(一部☆) 

（CSS） 4 E4 
踏段とくしの間に物が挟み込まれて、くしが持ち上がったときに作動し、エスカ

レーターを停止させます。 

⑪サイドローラ 
－ － 乗降口でくしとの噛み合いを保つよう踏段の位置を抑制します。 

⑫踏段沈下検出装置(☆) 

（SRS） 0 E0 
踏段ローラの破損や脱落に伴い、踏段が沈み込んだときに作動し、エスカレータ

ーを停止させます。 

⑬踏段欠落検出装置(☆) 

（SMS） F EF 
踏段の取り付け忘れによる欠落があったときに作動し、エスカレーターを停止さ

せます。 

⑭床板解放検出装置(☆) 

（DOS） O E0 
運転中に床板が解放されたとき作動し、エスカレーターを停止させます。床板が

解放された状態で運転しようとした場合は、起動が阻止されます。 

※ インジケーターは上部操作盤部にあり、一桁もしくは二桁で表示されます。（インジケーターが装備されている場合のみ） 

表示詳細については、6-3 運転状態表示器を参照してください。 

※ ☆は付加仕様のため、装備されていない場合があります。 

※(K1)(K2)については、下記を参照ください。 
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＜参考情報：以下の機能は注意喚起機能であり、安全装置ではありません＞ 
（オプション仕様のため付加されていない場合があります。） 

名 称 働 き 

(K1)気配りアナウンス（インレット部） インレット部への接近を検出するセンサーにより、ブザーとともに注意メッセ

ージをアナウンスします。 

(K2)気配りアナウンス（アウターデッキ部） お子様に多い手すりからの乗り出しを検出するセンサーを設置。ブザーととも

に注意メッセージをアナウンスします。 
 

 
 
 
 
  

⑨踏段チェーン安全装置 

（SCS） Ｆ E0 
踏段チェーンが破断したり、過度に伸びた場合に作動し、エスカレーターを停止

させます。 

⑩くし安全装置(一部☆) 

（CSS） 4 E4 
踏段とくしの間に物が挟み込まれて、くしが持ち上がったときに作動し、エスカ

レーターを停止させます。 

⑪サイドローラ 
－ － 乗降口でくしとの噛み合いを保つよう踏段の位置を抑制します。 

⑫踏段沈下検出装置(☆) 

（SRS） 0 E0 
踏段ローラの破損や脱落に伴い、踏段が沈み込んだときに作動し、エスカレータ

ーを停止させます。 

⑬踏段欠落検出装置(☆) 

（SMS） F EF 
踏段の取り付け忘れによる欠落があったときに作動し、エスカレーターを停止さ

せます。 

⑭床板解放検出装置(☆) 

（DOS） O E0 
運転中に床板が解放されたとき作動し、エスカレーターを停止させます。床板が

解放された状態で運転しようとした場合は、起動が阻止されます。 

※ インジケーターは上部操作盤部にあり、一桁もしくは二桁で表示されます。（インジケーターが装備されている場合のみ） 

表示詳細については、6-3 運転状態表示器を参照してください。 

※ ☆は付加仕様のため、装備されていない場合があります。 

※(K1)(K2)については、下記を参照ください。 
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7-1-3 安全装置の名称と働き 

      （中間駆動形） 
 

 
 
 

名 称 
ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ 

表示 
働 き 

①ブレーキ － － 動力電源が切れたときに作動し、エスカレーターを停止させます。 

②調速機 

（HGD、 LGD） 
Ｆ EF 

速度の著しい低下、または定格速度から一定以上増速したとき作動し、エスカレ

ーターを停止させます。 

③駆動チェーン安全装置 

（DCS） 
Ｆ E0 駆動チェーンが破断したときに作動し、エスカレーターを停止させます。 

④インレット安全装置 

（HGS） 

 １ E1 

インレットガード……………手すり入り込み口を軟質ゴム製とし、手が引き込ま

れにくくしています。 

インレットガードスイッチ…手すり入り込み口に手が引き込まれた場合に作動

しエスカレーターを停止させます。 

 

⑤非常停止ボタン 

（ESTOP） 
Ｅ EE このボタンを押すとエスカレーターが停止します。 

⑥スカートガード安全装置 

（SSS） 
３ E3 

スカートガードとステップとの間に物がはさみ込まれた場合に作動しエスカレ

ーターを停止させます。 

⑦踏段異常走行（浮き上がり）

検出装置（CRS） 
２ E2 

スカートガードとステップの間にはさみ込まれライザー側が浮き上がったり、踏

段走行に異常があったときに作動し、エスカレーターを停止させます。 

⑧手すり遅速検出装置 

（HSS） 
５ E5 

手すりの速度とステップの速度が著しく同期しないときに作動し、エスカレータ

ーを停止させます。 

⑨踏段リンク安全装置 

（SLS） Ｆ E0 
踏段チェーンが破断したり、過度に伸びた場合に作動し、エスカレーターを停止

させます。 

⑩くし安全装置(一部☆) 

（CSS） 4 E4 
踏段とくしの間に物が挟み込まれて、くしが持ち上がったときに作動し、エスカ

レーターを停止させます。 

⑪踏段沈下検出装置(☆) 

（SRS） 0 E0 
踏段ローラの破損や脱落に伴い、踏段が沈み込んだときに作動し、エスカレータ

ーを停止させます。 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑦ 

⑥ ⑤ 

④ 

(K1) 

(K2) 

① 

② 

③ 

③ 

⑨ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 

⑪ 

⑪ 

⑫ 

⑫ 

階高により機器の配置が 

一部異なる場合があります。 

⑬ 

⑬ 
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⑫踏段欠落検出装置(☆) 

（SMS） F EF 
踏段の取り付け忘れによる欠落があったときに作動し、エスカレーターを停止さ

せます。 

⑭床板解放検出装置(☆) 

（DOS） O E0 
運転中に床板が解放されたとき作動し、エスカレーターを停止させます。床板が

解放された状態で運転しようとした場合は、起動が阻止されます。 

※ インジケーターは上部操作盤部にあり、一桁もしくは二桁で表示されます。（インジケーターが装備されている場合のみ） 

表示詳細については、6-3 運転状態表示器を参照してください。 

※ ☆は付加仕様のため、装備されていない場合があります。 

※(K1)(K2)については、7-1-2 を参照ください。 
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7-2. トラベーター 

7-2-1. トラベーターの安全装置 

トラベーターには下記の安全装置が設けられています。これらの安全装置が作動してトラベータ

ーが停止した場合には、原因の確認と処置が必要です。このような場合には保守会社に連絡し、

専門技術者による機器の点検を受け、安全であることを確認の上トラベーターの運転を再開して

ください。 

 

7-2-2. 安全装置の名称と働き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名   称 機能 

①パレットリンク安全装置 

（SLS） 

パレットリンクが破断したり、異常に伸びたときに作動しトラベーターを停止させ

ます。 

②駆動チェーン安全装置

（DCS） 

駆動チェーンが破断したときに作動し、トラベーターを停止させます。 

③電磁ブレーキ キー操作や安全装置動作により、動力電源が切れたときに作動し、トラベーターを

停止させます。 

④非常停止ボタン（ESTOP） このボタンを押すとトラベーターが停止します。 

⑤インレット安全装置 

（HGS） 

インレットガード……………手すり入り込み口を軟質ゴム製とし、手が引き込まれ

にくくしています。 

インレットガードスイッチ…手すり入り込み口に手が引き込まれたときに作動しト

ラベーターを停止させます。 

⑥手すりスリップ検出装置 

（HSS） 

手すり速度とパレット（踏板）の速度が著しく同期しないときに作動し、トラベー

ターを停止させます。 

⑦調速機（HGD、 LGD） 定格速度から一定以上増・減速したとき作動し、トラベーターを停止させます。 

⑤ 

⑤ 

① 

① 

② 

パレットリンク緊張装置 

駆動装置 

⑥ 

⑦ 

③ 

④ 

④ 平面図 

⑤ ⑤ 

① ① 
② 

パレットリンク緊張装置 駆動装置 

⑥ 

水平形 

傾斜形 
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■8.エスカレーター・トラベーターの運転方法 

※自動運転仕様の場合は、A．自動運転仕様 も参照してください。 

8-1 運転前に 
次の準備を行ってください。 

（１）防火シャッターのある場合は、まずシャッターを完全に開け

てください。 

 

 

 

 

 

 

（２）エスカレーター・トラベーター

周囲の仕切板や転落防止柵、又

三角部ガード板等の設備に破損

や取付け部の緩みがないことを

確認してください。取付位置は

3-1-1 毎日の点検を参照して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）乗場・ステップ(パレット)・手すりなど

をきれいに清掃してください。特にス

テップ(パレット)やくし板のくし部分

に小石や釘などが落ちていないか確認

し、落ちていた場合は取り除いてくだ

さい。そのまま運転するとエスカレー

ター・トラベーターの故障の原因にな

ります。 

 

 

（４）照明（円形灯、欄干照明、スカートガード照明、ステップ下照明、コムライト等）があ

る場合は点灯してください。照明は上階、下階のどちらの照明スイッチ＜ＬＩＧＨＴ＞

でも点灯、消灯できます。 

照明スイッチ＜ＬＩＧＨＴ＞にキーを差し込み「ＯＮ」側に回してください。手をゆる

めるとキーは中央位置に戻りますので、キーを抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キー 

照明スイッチ 

点灯 

消灯 

キー差し込み、 

抜き取り位置 
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■8.エスカレーター・トラベーターの運転方法 

※自動運転仕様の場合は、A．自動運転仕様 も参照してください。 

8-1 運転前に 
次の準備を行ってください。 

（１）防火シャッターのある場合は、まずシャッターを完全に開け

てください。 

 

 

 

 

 

 

（２）エスカレーター・トラベーター

周囲の仕切板や転落防止柵、又

三角部ガード板等の設備に破損

や取付け部の緩みがないことを

確認してください。取付位置は

3-1-1 毎日の点検を参照して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）乗場・ステップ(パレット)・手すりなど

をきれいに清掃してください。特にス

テップ(パレット)やくし板のくし部分

に小石や釘などが落ちていないか確認

し、落ちていた場合は取り除いてくだ

さい。そのまま運転するとエスカレー

ター・トラベーターの故障の原因にな

ります。 

 

 

（４）照明（円形灯、欄干照明、スカートガード照明、ステップ下照明、コムライト等）があ

る場合は点灯してください。照明は上階、下階のどちらの照明スイッチ＜ＬＩＧＨＴ＞

でも点灯、消灯できます。 

照明スイッチ＜ＬＩＧＨＴ＞にキーを差し込み「ＯＮ」側に回してください。手をゆる

めるとキーは中央位置に戻りますので、キーを抜き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キー 

照明スイッチ 

点灯 

消灯 

キー差し込み、 

抜き取り位置 
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8-2 運転開始 
 

ステップ・パレットや手すりが円滑に動くことを確認してください。異常な音や振
動がした場合には、エスカレーター・トラベーターを停止させ、点検することが必
要です。 

 

8-2-1.運転開始の方法 
（１）操作盤の警報ブザー兼停止スイッチを「ＢＵＺＺＥＲ」側に回してブザーを鳴らし、運

転を始めることをまわりの人に警告してください。手をゆるめるとキーは中央位置に戻

りますので、キーを引き抜いてください。 

（２）運転に当たっては、ステップ(パレット)に人が乗っていないことを確かめ、操作盤の起動

スイッチを操作してください。キーを入れて希望する運転方向（ＵＰ又はＤＯＷＮ）に

回すとエスカレーターは動き出します。キーはエスカレーター・トラベーターが動き出

してもしばらく（１秒程度）回した状態に保持してください。すぐに戻すと停止するこ

とがあります。 

 

8-2-2 運転方向の切替 
（１）操作盤の警報ブザー兼停止スイッチを「BUZZER」側に回してブザーを鳴らし、エスカ

レーター・トラベーターが停止することをまわりの人に警告し、利用者がいないことを

確認してからスイッチを「STOP」側に回してエスカレーター・トラベーターを停止させ

てください。（8-4 運転の停止及び休止を参照） 

（２）あらためて起動スイッチで希望する方向に運転してください。（8-2-1 運転開始の方法

を参照） 

 

運転方向の切替を行う場合は必ず、エスカレーター・トラベーターに乗っている利
用者をすべて降ろしてから行ってください。 

 

エスカレーター・トラベーターが動き出したら、キーから手を離し中央位置で抜い
てください。キーを挿し込んだままにしておくといたずらされる恐れがあるので、
操作後は必ずキーを抜いてください。 
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8-3 非常停止 
 

エスカレーター・トラベーター運転中に利用者が誤って転倒するなど、緊急の事態
が発生したときには操作盤の非常停止ボタンを押して停止させてください。 

 

非常停止ボタン＜STOP＞には乱用防止カバーがついていますから、透明カバーの中央を強

く押してください。中の非常停止ボタンを押すことができます。運転を再開するときは、安

全を確認した後、エスカレーター・トラベーターを起動させてください。 

 

エスカレーター・トラベーターに利用者がいる場合に非常停止ボタンを押す場合は、
緊急停止する旨利用者に注意喚起し、手すりにつかまるように指導してから停止さ
せてください。 
緊急停止によりバランスを崩した人が転倒、転落したり、他の利用者に衝突する 
ことで生じる二次災害を防止するためですので、必ず注意喚起をお願いします。 

 

エスカレーター・トラベーターを緊急停止させた場合は、機器を点検し緊急事態と
なった原因を完全に取り除いた後、運転を再開させてください。このとき機器に異
常がある場合には、保守会社に連絡して処置を依頼してください。 

 

8-4 運転の停止及び休止 
 

エスカレーター・トラベーターの運転を停止するときは、必ず利用者がいないこと
を確認したうえで、つぎの手順で行ってください。 

 

（１）警報ブザー兼停止スイッチを「BUZZER」側に回してエスカレーター・トラベーター

を停止することを周囲の人に予告してから、「STOP」側に回すと運転を停止します。

停止したらキーから手を離し中央位置で抜き取ってください。 

（２）欄干照明又はコムライトがある場合には、照明スイッチ＜LIGHT＞を「OFF」側に回

し、照明を消してください。 

（３）すべての操作が終わったらキーは必ず抜き取ってください。キーを差し込んだままに

しておくといたずらされる恐れがあります。 

 

エスカレーター・トラベーターを休止させた場合は、エスカレーター・トラベー 
ターを階段や通路代わりに利用されないように、乗り口に進入防止チェーンや「乗
り込み禁止」注意案内板を配置して、人の乗り込みを禁止してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進入禁止措置(例) 
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進入禁止措置(例) 
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■9.屋外エスカレーター・トラベーターの運用と管理について 
9-1 屋外エスカレーター・トラベーターの運行管理 

 

 

 

利用者の転倒や機器が破損する恐れがありますので、以下の状況の際には速やかに運転を中

止し、進入防止措置を講じてください。 

屋外エスカレーター・トラベーターは天候の状態によって、運転を継続すると利用者が転倒

するなど危険な場合があります。運行管理者の方は運行中の状況を掌握する必要があります。

天候状態により運転が危険と判断した場合には、運転を停止させ進入防止措置を講じてくださ

い。運転停止については 8-4 運転の停止及び休止を参照してください。 

 

（１）降雨、降雪のとき 

①エスカレーター・トラベーター手すりや

ステップに雨や雪が吹き込んでかかって

いる場合は、利用者は濡れた手すりをつ

かまないことが多くなり、ステップで利

用者が転倒すると、死亡・けがの原因と

なります。 

エスカレーター・トラベーターは安全装

置が動作した場合は急停止する事があり

ますので、利用者が手すりにつかまって

いないと非常に危険です。 

  ②ステップ(パレット)や乗降口の床板が濡

れると滑りやすくなり、利用者がスリッ

プにより転倒し、死亡・けがの原因とな

ります。 

 

（２）台風や暴風雨のとき 

  ①利用者が傘をさしてエスカレーター・ト

ラベーターに乗ると、風に煽られて利用

者が転倒し、死亡・けがの原因となりま

す。 

 

 

 

 

（３）積雪・凍結のとき 

  ①ステップに雪が積もったままエスカレー

ター・トラベーターを運転すると、利用

者の方がスリップし転倒し、死亡・けが

の原因となります。エスカレーター・ト

ラベーターの故障の恐れがあります。 

  ②凍結したままエスカレーター・トラベー

ターを起動すると、故障の原因となりま

す。 

 

 

 

  

警告 

進入禁止措置(例) 

進入禁止措置(例) 

進入禁止措置(例) 
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9-2 屋外エスカレーター・トラベーターのための設備 
屋外エスカレーター・トラベーターのための次の設備を用意し、必要に応じて設置ください。 

 
 

事故や機器が故障する恐れがありますので、雨の日は乗降口前に泥落としマット

を設置ください。 

雨の日、泥に汚れた靴でエスカレーターに乗りますと、利用者の方が滑りやすい

上、落ちた泥がステップの隙間からエスカレーターの機械部分に入り込み故障の

原因になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故や機器が故障する恐れがありますので、注意放送の実施又は注意看板を設置

ください。 

「雨のためエスカレーターは非常に滑りやすくなっています。手すりにおつかま

りになり、足元に注意してお乗りください。」などの放送、又は注意看板の設置

により利用者に注意を促してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意看板 

案内放送 

注意 

泥落としマット(例) 
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注意看板 

案内放送 

注意 

泥落としマット(例) 
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事故や機器が故障する恐れがありますので、乗降口に進入防止のチェーンや「乗

り込み禁止」等の案内板を設置ください。 

天候状態によりエスカレーターを停止させた場合、利用者の方がエスカレーター

を階段がわりに使用しないように、乗降口に進入防止のチェーンや「乗り込み禁

止」等の案内板の設置を施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-３ 屋外エスカレーター・トラベーターの留意点 

（１）部品の交換周期 

屋外設置では、屋内設置のものに比べ部品の消耗が早く交換周期が短くなりますので、適

切な時期に交換してください。 

（２）メンテナンスの周期 

屋外設置では、屋内設置のものに比べメンテナンスの周期が短くなりますので、適切な時

期にメンテナンスを受けてください。 

進入禁止措置(例) 
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■10.混雑時におけるエスカレーター・トラベーターの 

   運行管理 
 

 

 

  利用者が転倒・衝突の恐れがありますので、混雑が予想される場合は、運行管理者

の方は混雑を緩和するためにエスカレーター・トラベーターを休止させたり、係員

を配置し利用者を誘導するなどしてください。 

エスカレーター・トラベーターの利用者が多く降り口付近に人が滞留すると、 

利用者がエスカレーター・トラベーターから降りることができず、利用者が折り重な

って倒れるなどの重大な事故に繋がる恐れがあります。 

 

（１）エスカレーター・トラベーターを停止させたり、運転速度を下げるときは、運行

管理者の方はエスカレーター・トラベーターへの乗り込みを禁止し利用者がすべ

て降りたことを確認した上で停止あるいは速度変更させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）エスカレーター・トラベーターを停止させた場合は、必ず乗り込み禁止処置を実

施してください。乗降口に進入防止のチェーンや「乗り込み禁止」等の案内板の

設置を施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

警告 

進入禁止措置(例) 
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■10.混雑時におけるエスカレーター・トラベーターの 
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管理者の方はエスカレーター・トラベーターへの乗り込みを禁止し利用者がすべ

て降りたことを確認した上で停止あるいは速度変更させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）エスカレーター・トラベーターを停止させた場合は、必ず乗り込み禁止処置を実

施してください。乗降口に進入防止のチェーンや「乗り込み禁止」等の案内板の

設置を施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

警告 

進入禁止措置(例) 
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■11.休止中のエスカレーター・トラベーターについて 
 

 

  事故や機器の破損の恐れがありますので、休止中のエスカレーター・トラベーターを

階段や通路として使用したり、座ったり、物を置くなどしないでください。 

（１）エスカレーター・トラベーター(傾斜形)を階段や通路として使用すると、過負荷

によりブレーキが滑り、ステップの下降により転倒事故が発生する恐れがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）停止中のエスカレーター・トラベーターには、必ず乗り込み禁止処置を実施して

ください。乗降口に進入防止のチェーンや「乗り込み禁止」等の案内板の設置を

施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告 

進入禁止措置(例) 
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■12. 事故や異常に対する処置 

12-1 人身事故発生の場合の対処手順 

人身事故が発生した場合、運行管理者の方は落ちついて以下の手順で対処してください。 

①直ちにエスカレーター・トラベーターを停止して利用者を救出してください。 
 （8-3 非常停止、8-4 運転の停止及び休止を参照してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②救出作業中は利用者がエスカレーター・トラベーターに乗り込めないように進入防止処置を 

してください。関係者以外の人を近づけないでください。 
 必要に応じて、消防署や警察署に連絡すると共に保守会社に連絡してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③救出完了後、速やかに専門技術者の点検を受けてください 
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12-2 異常を発見した場合の対処手順 

 

 

  機器の重大な損傷や、大きな事故につながる恐れがありますので、異常を発見した場合は

直ちに運転を停止してください。 

 

次のような異常を発見した場合、運行管理者の方は以下の手順で対処してください。 
無理に運転を続けると機器の重大な損傷や、大きな事故につながる危険性があります。 

①直ちにエスカレーター・トラベーターを停止してください。 
（8-3 非常停止、8-4 運転の停止及び休止を参照してください） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②利用者がエスカレーター・トラベーターに乗り込めないように進入防止処置をしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③速やかに専門技術者の点検を受けてください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警告 

進入禁止措置(例) 
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異常とは、次のような状況のことです。 

①異常な音がしたり、異常な振動がある場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②異臭や発煙がある場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③エスカレーター・トラベーターに破損が生じた場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④手すりが外れたり、切断した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ その他エスカレーター・トラベーターに異常が生じた場合 

51



51 

 
 
異常とは、次のような状況のことです。 
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②異臭や発煙がある場合 
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⑤ その他エスカレーター・トラベーターに異常が生じた場合 
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12-3 エスカレーター・トラベーターが停止した場合 ① 

エスカレーター・トラベーターが停止した場合は人身事故でないことを確認の上、下記の手順で

対処してください。 
①具体的な処置の開始前に、利用者がトラベーターに乗り込めないように進入防止処置をして

ください。乗降口に進入防止のチェーンや「乗り込み禁止」等の案内板の設置を施してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②下表により各部の確認を実施してください。又、その他の機器に破損がないことを確認して

ください。 

＜エスカレーター・トラベーター停止時の確認内容＞ 

確 認 個 所 確 認 内 容 

インレット部 ・インレット部が押し込まれたり、物が挟まったりしていないか。 

ステップ (パレット) ・ステップ(パレット)相互の隙間に異物が挟まっていないか。 

スカートガード 
・スカートガードとステップ(パレット)の間に異物の挟まりや変形などはな

いか。 

くし板 ・くし板とパレットの間に異物の挟まりや、くし板の破損などはないか。 

手すり ・手すりの外れや、異物の挟み込み、変形などはないか。 

非常停止ボタン ・非常停止ボタンが操作されていないか。又、異常はないか。 

外部機器 ・防火シャッター等の外部機器の作動や異常がないか。 

その他 ・停電など、電源系の異常が発生していないか。 

 

（次ページの図を参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進入禁止措置(例) 
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③上記確認で異常が取り除けた場合は、別途、本書に記載されている運転方法に従って再起動

してください。再起動後は、ステップ(パレット)が２～３周するまで運転状態を監視し再度、

異常が発生しないことを確認してください。異常が取り除けない場合は、保守会社に連絡し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

インレット部 

くし板 

スカートガードと 

ステップの間 

ステップ相互間の隙間 

非常停止ボタン 

防火シャッター 

(外部機器) 
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③上記確認で異常が取り除けた場合は、別途、本書に記載されている運転方法に従って再起動

してください。再起動後は、ステップ(パレット)が２～３周するまで運転状態を監視し再度、

異常が発生しないことを確認してください。異常が取り除けない場合は、保守会社に連絡し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

インレット部 

くし板 

スカートガードと 

ステップの間 

ステップ相互間の隙間 

非常停止ボタン 

防火シャッター 

(外部機器) 
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12-4 エスカレーター・トラベーターが停止した場合 ② 

エスカレーターが停止した場合は、具体的な処置を始める前に必ず、エスカレーターへ利用者

が乗込めないように進入防止処置し、確実に人がいないことを確認してください。 
キースイッチ近傍にある運転状態表示器(6-3 参照)のインジケーター（オプション仕様であるため

付加されていない場合があります。）の表示内容を確認して次の処置を行ってください。異常コ

ード(2 秒)と位置情報(2 秒)を交互に繰り返し表示します。(表 2 参照) 
インジケーターが装備されていない場合は表 1 及び 7 項を参照して各箇所の異常有無を確認し

てください。 
①異常コードを確認後、表１によりエスカレーターを確認する。 

②インジケーターを確認時に LED 表示が赤の場合は、保守会社に連絡してください。 

③上記確認時又は対処後に LED 表示が緑に復帰した場合は再起動可能です。 

④8-2-1 の手順に従って、再起動してください。 

⑤再起動後、ステップが２～３周循環するまで状態を監視しながら運転し、再度異常が発生し

ないことを確認してください。 

 

表１ インジケーター表示に対応する確認内容 

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ表示 停止原因 確認内容・具体的対応 

1 E1 HGS ・表示された部位のインレットブーツが押し込まれたり、物が挟まっていないか。 

2 E2 CRS ・表示された部位のステップ段差が変化する部分においてステップ間に異物が挟まって

いないか。 

・ステップ踏板とライザー間の噛み合いに異常はないか。 

3 E3 SSS ・表示された部位のスカートガードとステップ側面の間に異物が挟まっていないか。 

・スカートガードが外観上変形していないか。 

4 E4 CSS ・表示された部位のくしとステップの間に異物が挟まっていないか。 

・くしの破損はないか。 

5 E5 HSS ・手すりが外れたり、異物が挟まったりしないか。 

・手すりの外観上異常がないか。 

・再起動運転してみて手すりがステップに対して遅れがないか。 

0 EO その他 ・UP/DOWN のキーが ON のままになっていないか。 

・停電など、電源系の異常が発生していないか。 

・LED 表示が赤（FAULT）の場合や、UP/DOWN キーを操作しても起動しない場合

には、保守会社に連絡してください。 

E EE E-STOP ・表示された部位の非常停止ボタンに異常がないか。 

・押された形跡がないか。 

F EF 故障 ・再起動不可。保守会社に連絡。 

P EP 外部機器 ・防火シャッター等の外部機器の作動や異常がないか。 

 

表 2 位置情報 
表示 位置 

 

 

 

 

上部 

 

 

 

 

中間 

 

 

 

 

下部 

 

 

 

 
右側 

※1 桁表示は HSS のみが対象 

 

 

 

 
左側 

※1 桁表示は HSS のみが対象 

 

－ 

 

 
上記の組み合わせ 

本例は、「上部右側」を表します。 
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■13.災害時の場合の処置 

 

 
利用者の転倒や転落などの重大な事故につながる危険がありますので、エスカレーター・

トラベーターを避難に使用することは絶対にさけてください。 
 

地震や火災が発生した場合、運行管理者の方は以下の手順で対処してください。 
 

13-1 地震が発生した場合 

①館内放送などで地震の発生を知らせ、エスカレーター・トラベーターで避難しないように指示
してください。 

②エスカレーター・トラベーターの運転を休止してください。（8-4運転の停止及び休止を参照し
てください）必要に応じて保守会社に連絡して点検を依頼してください。 

③地震が沈静してから、運行管理者の方はエスカレーター・トラベーターを点検してください。
(8-1運転前に を参照してください)  

目視点検で異常が確認されなければ試運転していただき、エスカレーター・トラベーターに異

常が無いことを確認してから利用を再開してください。 

④エスカレーター・トラベーターに異常があれば、直ちに停止し保守会社に点検を依頼してくだ
さい。 

 

13-2 火災が発生した場合 

①館内放送などで火災の発生を知らせ、エスカレーター・トラベーターで避難しないように指示
してください。 

②エスカレーター・トラベーターの運転を休止してください。（8-4 運転の停止及び休止を参照
してください） 

 

《注意》 
建物によっては、エスカレーター・トラベーター周りの防火シャッターが、火災報知器の連動に

よって閉まってくると、エスカレーター・トラベーターも防火シャッターと連動して運転停止す

るようになっています。 

 

 

  

危険 
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■13.災害時の場合の処置 

 

 
利用者の転倒や転落などの重大な事故につながる危険がありますので、エスカレーター・

トラベーターを避難に使用することは絶対にさけてください。 
 

地震や火災が発生した場合、運行管理者の方は以下の手順で対処してください。 
 

13-1 地震が発生した場合 

①館内放送などで地震の発生を知らせ、エスカレーター・トラベーターで避難しないように指示
してください。 

②エスカレーター・トラベーターの運転を休止してください。（8-4運転の停止及び休止を参照し
てください）必要に応じて保守会社に連絡して点検を依頼してください。 

③地震が沈静してから、運行管理者の方はエスカレーター・トラベーターを点検してください。
(8-1運転前に を参照してください)  

目視点検で異常が確認されなければ試運転していただき、エスカレーター・トラベーターに異

常が無いことを確認してから利用を再開してください。 

④エスカレーター・トラベーターに異常があれば、直ちに停止し保守会社に点検を依頼してくだ
さい。 

 

13-2 火災が発生した場合 

①館内放送などで火災の発生を知らせ、エスカレーター・トラベーターで避難しないように指示
してください。 

②エスカレーター・トラベーターの運転を休止してください。（8-4 運転の停止及び休止を参照
してください） 

 

《注意》 
建物によっては、エスカレーター・トラベーター周りの防火シャッターが、火災報知器の連動に

よって閉まってくると、エスカレーター・トラベーターも防火シャッターと連動して運転停止す

るようになっています。 

 

 

  

危険 
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■14.お手入れ 

 

 

 

 

 

事故・故障の原因となりますので、必ずエスカレーター・トラベーターを停止さ

せて、お手入れを実施してください。 

毎日の運転終了後に製品の汚れについて確認し、以下に記載のとおり、お手入れ（清掃）を 

お願いいたします。 

 

14-1 手すりのお手入れ 

14-1-1 ウレタン手すりのお手入れ 
 

多数の人が手を触れる手すりです。いつもきれいにして気持ちよく乗れるよう 
日常のお手入れをお願いいたします。 

 

お 手 入 方 法 

洗 浄 

軽度の汚れ 
固く絞った柔らかい素材の濡れ雑巾等（推奨：綿タオル）で手すり表

面を水拭きし、表面に付着したゴミや汚れを取り除いて下さい。 

汚れがやや 

目立つ場合 

10 倍以上にうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。汚れ

がとれたら、きれいな布で洗剤を拭き取って、乾拭きをしてください。 

汚れが著しい場合はクリームクレンザーを数滴たらして手すりを拭

いてください。 

上記洗剤以外の洗剤を使用すると変色・変質の原因となりますので、

使用しないでください。 
油脂やガムが

付着して 

落ちない場合 

ベンジンあるいはエチルアルコールを布に含ませて、拭き取りくださ

い。汚れが落ちたら、水拭きし、ベンジンあるいはエチルアルコール

を拭き取りください。 

消 毒 
消毒を必要とする場合は、市販の逆性石鹸を 100 倍以上にうすめ、布にふくませ軽

く拭いてください。 

艶出し 

手すりが乾いてから、シリコンエマルジョンを布に含ませて手すり面に塗布し、液が

乾いた後、乾拭きしてください。過度に濃いシリコンで濡れたまま放置しますと、手

すりをいためることがありますからご注意ください。 

シリコンエマルジョン推奨品：ＳＭ４９０（東レ・ダウコーニング株式会社製） 

 

洗浄後は、固く絞った柔らかい素材の濡れ雑巾等で手すり表面に洗剤や 
クリームクレンザー及び水分が残らないように拭き取って下さい。 

 

 

 

 

 

ウレタン手すりのお手入れに関する注意事項 

 

 

  

変色したり、変形し事故の原因となる恐れがありますので、ウレタン手すりには熱

を加えないでください。 

手すりに傷を付ける恐れがありますので、手すりを布やスポンジで乾拭きしたり、

樹脂製の物でこするなどしないでください。 

洗剤推奨品 
中性洗剤     ：オレンジピール成分入りジョイ（Ｐ＆Ｇ製） 

クリームクレンザー：カネヨンＳ（カネヨ石鹸株式会社製） 

危険 
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14-1-2 ゴム手すりのお手入れ 
 

多数の人が手を触れる手すりです。いつもきれいにして気持ちよく乗れるよう 
日常のお手入れをお願いいたします。 

 

お 手 入 方 法 

 

 

 

洗 浄 

 

軽度の汚れ 
布をきれいに水でよくしぼって、手すり面を数回繰り返し拭いてから、

乾拭きをしてください。 

汚れがやや 

目立つ場合 

10 倍以上にうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。汚れが

とれたら、きれいな布で洗剤を拭き取って、乾拭きをしてください。中

性洗剤以外の洗剤を使用すると変色・変質の原因となりますので、使用

しないでください。 
油脂やガムが 

付着して 

落ちない場合 

ベンジンあるいはエチルアルコールを布に含ませて、拭き取りください。

汚れが落ちたら、水拭きし、ベンジンあるいはエチルアルコールを拭き

取りください。 
消 毒 消毒を必要とする場合は、市販の逆性石鹸を 100 倍以上にうすめ、布にふくませ軽く拭

いてください。 

 

艶出し 

 

手すりが乾いてから、シリコンエマルジョンを布に含ませて手すり面に塗布し、液が乾い

た後、乾拭きしてください。過度に濃いシリコンで濡れたまま放置しますと、手すりをい

ためることがありますからご注意ください。 

シリコンエマルジョン推奨品：ＳＭ４９０（東レ・ダウコーニング株式会社製） 

 
ゴム手すりのお手入れに関する注意事項 

 

 

 

14-1-3 抗菌加工手すりのお手入れ 
 

抗菌加工手すりには、シリコン・ワックスなどを塗布しないでください。 
手すり表面にシリコン・ワックスを塗布すると抗菌効果が落ちます。 
 
抗菌加工手すりの表面は常に清潔にしてください。毎日、水もしくは、 
希釈した中性洗剤をしみこませたウェス等で清掃ください。 

 

水分がエスカレーター・トラベーター内部に入らないようにしてください。洗浄・艶

出し剤等の水分が機械内部に入ると故障の原因になります。 

ベンジンやエチルアルコール等の薬品を手すりにつけて、放置しますと手すりを劣化

させるので、必ず拭き取ってください。 

ベンジンやエチルアルコールは引火性の溶剤ですから、使用時には火気などを近づけ 

ないでください。 
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14-1-2 ゴム手すりのお手入れ 
 

多数の人が手を触れる手すりです。いつもきれいにして気持ちよく乗れるよう 
日常のお手入れをお願いいたします。 

 

お 手 入 方 法 

 

 

 

洗 浄 

 

軽度の汚れ 
布をきれいに水でよくしぼって、手すり面を数回繰り返し拭いてから、

乾拭きをしてください。 

汚れがやや 

目立つ場合 

10 倍以上にうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。汚れが

とれたら、きれいな布で洗剤を拭き取って、乾拭きをしてください。中

性洗剤以外の洗剤を使用すると変色・変質の原因となりますので、使用

しないでください。 
油脂やガムが 

付着して 

落ちない場合 

ベンジンあるいはエチルアルコールを布に含ませて、拭き取りください。

汚れが落ちたら、水拭きし、ベンジンあるいはエチルアルコールを拭き

取りください。 
消 毒 消毒を必要とする場合は、市販の逆性石鹸を 100 倍以上にうすめ、布にふくませ軽く拭

いてください。 

 

艶出し 

 

手すりが乾いてから、シリコンエマルジョンを布に含ませて手すり面に塗布し、液が乾い

た後、乾拭きしてください。過度に濃いシリコンで濡れたまま放置しますと、手すりをい

ためることがありますからご注意ください。 

シリコンエマルジョン推奨品：ＳＭ４９０（東レ・ダウコーニング株式会社製） 

 
ゴム手すりのお手入れに関する注意事項 

 

 

 

14-1-3 抗菌加工手すりのお手入れ 
 

抗菌加工手すりには、シリコン・ワックスなどを塗布しないでください。 
手すり表面にシリコン・ワックスを塗布すると抗菌効果が落ちます。 
 
抗菌加工手すりの表面は常に清潔にしてください。毎日、水もしくは、 
希釈した中性洗剤をしみこませたウェス等で清掃ください。 

 

水分がエスカレーター・トラベーター内部に入らないようにしてください。洗浄・艶

出し剤等の水分が機械内部に入ると故障の原因になります。 

ベンジンやエチルアルコール等の薬品を手すりにつけて、放置しますと手すりを劣化

させるので、必ず拭き取ってください。 

ベンジンやエチルアルコールは引火性の溶剤ですから、使用時には火気などを近づけ 

ないでください。 
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14-2 手すり以外の部位のお手入れ 
 

部 位 手  入  方  法 

デッキボード 

作業者が転落し死亡・けがの原因となりますので、必ずモップ等で清

掃してください。 

アウターデッキの清掃は、必ずモップ等を使用してください。 

又、事故・故障・けがの原因となりますので、清掃中にモップやポケ

ット内のものを落とさないように注意してください。 
 

内 側 板 

外 装 板 

中性洗剤で軽く拭き、汚れを落としてから水を含ませかたくしぼった

布で拭き取ってください。 

エスカレーター・トラベーターの内部に水が流れ込まないようにし

てください。傷を付けないように注意して拭いてください。 
 

ステップ、くし 

ステップやくしの歯の破損が発生し、事故の原因となりますので、ス

テップの溝やくしの歯に異物が詰まっている場合には、直ちにエスカ

レーター・トラベーターを停止させ、異物を取り除いてください。 

破損が発生し、事故の原因となりますので、ステップのデマケーショ

ンラインや、くしのプラスチック部分には、アルカリ性洗剤や床クリ

ーナー剤、床ワックス剤等を付着させないでください。変色したりす

ることがあります。 

床 板 

エスカレーター・トラベーター機械室の上ぶたと乗降口の通路をかね

ているので、水が入り込まないようにしてください。  

床板化粧板溝の塗装がはがれることがありますので、床清掃時
に床板化粧板にアルカリ性洗剤や床クリーナー剤、床ワックス
剤が付着しないようにしてください。   

スカートガード 

靴の引き込まれが発生し、事故やけがの原因となりますので、エス

カレーターのスカートガードに３ヶ月に一回程度当社指定の潤滑

剤（シリコンエマルジョン）を塗ってください。屋外エスカレータ

ーの場合は月に２回程度潤滑剤を塗ってください。 

三角部保護板 

仕切板 

中性洗剤以外の洗剤は破損・変形・変色の原因となりますので、水

拭きか乾拭きとし、汚れがひどい場合のみ中性洗剤を使用してくださ

い。尚、中性洗剤でも拭き残しがある場合は、破損・変形・変色の

原因となる恐れがありますので、中性洗剤を使用した場合は、汚れを

落としてから水を含ませかたくしぼった布で完全に拭き取ってく

ださい。 
 

 
（次ページの図を参照ください。） 
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■A. 自動運転仕様 

A-1 省エネ運転モードと自動運転 

自動運転は乗降口に設けた利用者検出装置（光電装置）により、乗り口側で利用者を検出すると

あらかじめ設定した方向へエスカレーター・トラベーターが一定時間運転し、一定時間利用者を検出

しない状態が続くと待機状態になります。待機時に停止するものを“停止待機”、低速で運転するも

のを“低速待機”といいます。待機時にしばらく低速で運転した後に、停止するものを“低速停止待

機”といいます。 

省エネ運転モードとは乗降口に設けた利用者検出装置（光電装置）により、利用者の混雑度に応

じて運転速度を変えることで利便性を損なうことなく省エネルギーを図るものです。定格速度が

30m/min の場合には、利用者が多いときは 30m/min、少ないときは 25m/min で運転します。 

省エネ運転モードと自動運転（低速待機もしくは停止待機）は組み合わせることも可能です。 

省エネ運転モード単体の場合は、利用者がいないときは 20m/min で運転しますが、自動運転と

組わせた場合は、指定の待機状態になります。 

利用者がいない待機運転中に降口側で利用者を検出すると、逆方向からの乗り込みとして利用者

に注意を促すため、短時間あらかじめ設定した方向に運転すると同時にブザーが鳴動します。 

 
 

表 A-1 自動運転の種類 

 省エネ運転モード 自動運転 

 

あり 

なし 

 低速待機 

 停止待機 

 低速停止待機 

 

なし 

低速待機 

 停止待機 

 低速停止待機 

＊該当する仕様に●を付してください。 
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A-２ 利用者検出装置の種類 

省エネ運転モードや自動運転で利用者を検出するための利用者検出装置（光電装置）には以下の種

類があります。乗客を検出すると運転速度まで増速しますが、センサーA の場合は一旦 10m/min

となります。 

 

表 A-2 光電装置の種類 

 種類 構成 図 

 ポスト式 C 図１ 

 ポストレス簡易型 C 図２ 

 ポストレス反射型 B+C 図２ 

 ポストレス（停止待機用） A+B+C 図３ 

＊該当する仕様に●を付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A-1 ポスト式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A-2 ポストレス１           図 A-3 ポストレス２ 

 

 

利用者検出装置（光電装置）に異常があると、起動が正しく行われず、利用者の転倒につな

がる恐れがありますので、自動運転開始時には以下の確認を行ってください。 

・ 一旦待機状態（停止または低速）にした後、乗り口の利用者検出装置（光電装置）の作

動（正乗り込み検出）により、エスカレーターが起動または増速すること。 

・ 一旦待機状態（停止または低速）にした後、降り口の利用者検出装置（光電装置）の作

動（逆乗り込み検出）により、エスカレーターが起動または増速すること。 

 

  

注）ポストはハンドレ－ルの折り返し部の先端から 

1000ｍｍ以上、またはくしの先端から 1700mm 以上 

のいずれかを満足するように設置ください。 

（エレベ－ター協会標準 JEAS-410B） 

注）必ずポストの間を通過して利用するように 

ポストとハンドレ-ルの折り返し部の間には 

誘導手摺（別途工事）を設置ください。 

（エレベーター協会標準 JEAS-524） 

ハンドレ－ルの折り返し部の先端から 1000ｍｍ以上 

C 

C 

B 

くしの先端から 1700mm 以上 

C B A 

誘導手すり 
(別途工事) 
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A-3 運転前に 

「8-1 運転前に」を参照ください。 

 

A-4 自動運転の起動・停止 

 

制御システムにより一部操作が異なります。 

 

表 A-3 制御方式 

 制御方式 参照先 

 マイコン式 （１） 

 リレー式 （２）（３） 

＊該当する仕様に●を付してください。 

 

（１）自動運転の操作（マイコン式） 

運転前の確認や運転・停止操作は連続運転と同様ですので、「8．エスカレーター・トラベー

ターの運転方法」を参照ください。 

自動運転の開始方法は操作スイッチの種類と、自動運転の起動方法により異なります。起動方

式には運転方向を任意に選択できる“方向可逆式”と、運転方向が固定されている“方向固定式”

があります。 

 

表 A-4 自動運転スイッチと起動方式の種類 

 自動運転スイッチ 起動方法 スイッチ 

 
AUTO ON/OFF 

（２点抜き） 
方向可逆式 

 

 AUTO ON/OFF 

（スプリングバック式） 

方向可逆式   

 方向固定式  

 
AUTO UP/DN 

（スプリングバック式） 
方向可逆式 

 

＊該当する仕様に●を付してください。 

 

１） AUTO ON/OFF（２点抜き）／方向可逆式 

停止中もしくは運転中に自動運転スイッチを「ON」側に設定することで、運転中は自動運

転になります。自動運転スイッチを「OFF」側に設定すると運転中は連続運転となります。 

２） AUTO ON/OFF（スプリングバック式）／方向可逆式 

運転中に自動運転スイッチを「ON」側に回すことで自動運転になります。 

自動運転中に自動運転スイッチを「OFF」側に回すと連続運転となります。 

３） AUTO ON/OFF（スプリングバック式）／方向固定式 

停止中に自動運転スイッチを「ON」側に回すことで、自動運転を開始します。また、運転

方向が自動運転の決められた方向と同じ連続運転中に、自動運転スイッチを「ＯＮ」側に回し

ても自動運転になります。 

自動運転中に自動運転スイッチを「OFF」側に回すとエスカレーターは停止します。 

４） AUTO UP/DOWN（スプリングバック式）／方向可逆式 

停止中に自動運転スイッチを「UP」または「DOWN」側に回すことで、自動運転を開始し

ます。また、連続運転中に自動運転スイッチを同じ運転方向に回しても自動運転になります。 
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（２）自動運転の開始方法（リレー式） 

運転前の確認は連続運転と同様ですので、「8．エスカレーター・トラベーターの運転方法」を

参照ください。 

自動運転の開始方法は自動運転の起動方法により異なります。起動方式には運転方向を任意に

選択できる“方向可逆式”と、運転方向が固定されている“方向固定式”があります。 

 

表 A-5 自動運転スイッチと起動方式の種類 

 自動運転スイッチ 起動方法 スイッチ 

 AUTO ON/OFF 

（スプリングバック式） 

または 

RAY ON/OFF 

（スプリングバック式） 

方向可逆式  

 

 方向固定式 

 

＊該当する仕様に●を付してください。 

 

１） 方向可逆式 

運転中に自動運転スイッチを「ON」側に回すことで、運転中は自動運転になります。 

２） 方向固定式 

停止中に自動運転スイッチを「ON」側に回すことで、自動運転を開始します。 

 

（３）自動運転の停止操作（リレー式） 

待機中に自動運転スイッチを「OFF」側に回すことで、エスカレーターは停止します。自動運

転中に自動運転スイッチを「OFF」側に回した場合は、タイミングにより停止する場合と連続運

転になる場合があります。エスカレーターを停止させる場合は、停止スイッチを操作してくださ

い。 

 

 

A-5 非常停止 

 「8-3 非常停止」を参照してください。 

 

A-6 運転方向表示器について 

 光電ポストまたはエンドキャップ部にある表示器に運転方向等の運転状態を表示します。表示内容

については、「6-4 運転方向表示器」を参照してください。 

  

＊低速待機自動運転方式では、表示器を装備しない仕様もあります。 

 

  

  

A 
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＊低速待機自動運転方式では、表示器を装備しない仕様もあります。 
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■ 付編 1．昇降機の適切な維持管理に関する指針         
第一章 総則 

第１ 目的 

第２ 用語の定義 

第３ 基本的考え方 

第４ 関係者の役割 

第二章 昇降機の適切な維持管理のために所有者がなすべき事項 

第１ 定期的な保守・点検 

第２ 不具合の発生時の対応 

第３ 事故・災害の発生時の対応 

第４ 昇降機の安全な利用を促すための措置 

第５ 定期検査等 

第６ 文書等の保存・引継ぎ等 

第三章 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項 

第１ 保守点検業者の選定の考え方 

第２ 保守点検業者に対する情報提供 

第３ 保守点検業者の知識・技術力等の評価 

第四章 保守点検契約に盛り込むべき事項 

別表１ 昇降機事故報告書 

別表２ 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト 

別表３ 保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト 

 

 

第一章 総則 

 

第１ 目的 

この指針は、所有者が昇降機を常時適法な状態に維持することができるよう、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定の趣旨に鑑み、また、同条第２項

の規定により国土交通大臣が定める指針（昭和６０年建設省告示第６０６号）に規定された事項

の具体的方策を示すものとして、昇降機の適切な維持管理に関して必要な事項を定め、もって

昇降機の安全性の確保に資することを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

 この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 昇降機 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の３第１項各号に規定す

るエレベーター、エスカレーター又は小荷物専用昇降機をいう。 

二 所有者 昇降機の所有者をいう。 

三 管理者 昇降機の保守・点検を含む建築物の管理を行う者（ただし、昇降機の保守・点検を

業として行う者を除く）をいう。 

四 保守 昇降機の清掃、注油、調整、部品交換、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。 

五 点検 昇降機の損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、

保守その他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。 

六 保守点検業者 所有者からの委託により保守・点検を業として行う者をいう。 

七 製造業者 昇降機の製造を業として行う者をいう。ただし、製造業者が製造、供給又は指定

した部品を保守点検業者がそれ以外の部品に交換した場合においては、当該保守点検業者を

含む。 
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第３ 基本的考え方 

 昇降機を常時適法な状態に維持するためには、所有者、保守点検業者及び製造業者がそれ

ぞれ第一章第４に規定する役割を認識した上で、契約において責任の所在を明確にするととも

に、所有者がこの指針に示す内容に留意しつつ昇降機の適切な維持管理を行うことを旨とす

る。 

 

第４ 関係者の役割 

１ 所有者は、次の各号に掲げる責任を有するものとする。 

一 製造業者による保守・点検に関する情報を踏まえ、昇降機を常時適法な状態に維持するよ

う努めること。 

二 自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、必要な知識・技術力等を有する保守点検業者を選

定し、保守・点検に関する契約（以下「保守点検契約」という。）に基づき保守点検業者に保守・

点検を行わせること。 

三 保守点検業者に昇降機の保守・点検、修理等の業務を行わせるに当たっては、保守点検業

者が必要とする作業時間及び昇降機の停止時間を確保するとともに、保守点検業者が安全に

業務に従事することができる措置を講じること。 

四 機器の劣化等により昇降機の安全な運行に支障が生じるおそれがある場合その他昇降機

の安全な運行を確保するために必要である場合は、速やかに自ら保守その他の措置を講じ、又

は保守点検業者に対して当該措置を講じさせ、昇降機の安全性の確保を図ること。 

五 標識の掲示、アナウンス等により昇降機の利用者に対してその安全な利用を促すこと。 

２ 所有者及び保守点検業者は、保守点検契約において、保守点検業者が次の各号に掲げる

責任を有することを明確にするものとする。ただし、保守点検契約における責任の有無にかか

わらず、保守点検業者は次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。 

一 保守点検契約に基づき、所有者に対して保守・点検の結果（不具合情報を含む）を文書等

により報告しつつ、適切に保守・点検の業務を行うこと。 

二 点検の結果、保守点検契約の範囲を超える修理又は機能更新が必要と判断した場合は、

当該修理又は機能更新が必要な理由等について、文書等により所有者に対して十分に説明を

行うこと。 

三 所有者が昇降機の維持管理に関する助言を求めた場合その他必要に応じて、所有者に対

して適切な提案又は助言を行うこと。 

四 昇降機において、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥の可能性があると判断した

場合は、速やかに当該昇降機の所有者及び製造業者にその旨を伝えること。 

五 不具合情報を収集・検討し、保守・点検が原因となるものがないか、その検討に努めること。 

３ 所有者及び製造業者は、昇降機の売買契約等において、製造業者が次の各号に掲げる責

任を有することを明確にするものとする。ただし、売買契約等における責任の有無にかかわらず、

製造業者は次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。 

一 製造した昇降機の部品等を、当該昇降機の販売終了時から起算して当該昇降機の耐用年

数を勘案して適切な期間供給すること。 

二 適切な維持管理を行うことができるように、所有者に対して維持管理に必要な情報又は機

材を提供又は公開するとともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。 

三 製造した昇降機において、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥（当該製造業者の

責めに帰すべき事由に基づく欠陥に限る。次号において同じ。）が判明した場合は、速やかに当

該昇降機の所有者に対してその旨を伝え、無償修理その他の必要な措置を講じるとともに、当

該昇降機の所有者に対して講じた措置の内容を文書等により報告すること。 

 四 不具合情報を収集・検討し、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥が原因となるも

のがないか、その検討に努めること。 

４ 所有者と管理者が異なる場合において、第一章第３及び第４（第３項を除く。）、第二章（第６

第１項から第４項までを除く。）、第三章並びに第四章中「所有者」とあるのは、その役割に応じ

「管理者」と読み替えるものとする。 
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第３ 基本的考え方 
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第二章 昇降機の適切な維持管理のために所有者がなすべき事項 

 

第１ 定期的な保守・点検 

１ 所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用

頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとする。 

２ 所有者は、保守点検業者に保守・点検を委託する場合は、保守点検業者が昇降機の保守・

点検を適切に行うことができるよう、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等、昇降機に

係る建築確認・検査の関係図書、第一章第４第３項第三号に規定する文書等、第二章第１第３

項、第二章第２第２項及び第二章第３第５項に規定する過去の作業報告書等、第二章第５第１

項に規定する定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために

必要な文書等を、保守点検業者に閲覧させ、又は貸与するものとする。 

３ 所有者は、保守点検業者に保守・点検に関する作業報告書を提出させるものとする。なお、

所有者が自ら保守・点検を行う場合は、所有者が保守・点検に関する作業記録を作成するもの

とする。 

 

第２ 不具合の発生時の対応 

１ 所有者は、昇降機に不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該昇降機の使用

中止その他の必要な措置を講じ、又は保守点検業者に対して当該措置を講じさせるものとす

る。 

２ 所有者は、保守点検業者に不具合に関する作業報告書を提出させるものとする。なお、所有

者が自ら保守を行う場合は、所有者が不具合に関する作業記録を作成するものとする。 

３．所有者は、不具合情報を公益性の観点から製造業者等に提供するなど有効活用することに

協力するよう努めるものとする。 

 

第３ 事故・災害の発生時の対応 

１ 所有者は、人身事故が発生した場合は、応急手当その他必要な措置を速やかに講じるとと

もに、消防及び警察に連絡するものとする。 

２ 所有者は、前項の人身事故が昇降機における死亡若しくは重傷又は機器の異常等が原因

である可能性のある人身事故に相当する場合は、別表１の昇降機事故報告書により速やかに

特定行政庁に対して報告するものとし、当該報告書の作成に当たって必要に応じて保守点検業

者の協力を求めるものとする。 

３ 所有者は、警察、消防、特定行政庁等の公的機関又は保守点検業者等が行う現場調査に

協力するとともに、現場調査の結果を公益性の観点から製造業者等に提供するなど有効活用

することに協力するものとする。 

４ 所有者は、事故・災害が原因で昇降機の運行に影響を及ぼすような故障が発生した場合は、

当該昇降機の使用を中止し、点検及び必要な修理によりその安全性が確認されるまで使用を

再開しないものとする。 

５ 所有者は、保守点検業者に事故・災害に関する作業報告書を提出させるものとする。なお、

所有者が自ら保守を行う場合は、所有者が事故・災害に関する作業記録を作成するものとす

る。 

 

第４ 昇降機の安全な利用を促すための措置 

１ 所有者は、標識の掲示、アナウンス等によって昇降機の利用者に対してその安全な利用を

促す措置を講じるものとする。 

２ 所有者は、昇降機の安全性が確保されていないと判断した場合は、速やかにその使用を中

止し、保守点検業者にその旨連絡するものとする。その場合にあっては、保守点検業者は必要

な措置を講じるものとする。 

 

第５ 定期検査等 

１ 所有者は、定期検査等（法第１２条第３項の規定に基づく定期検査又は同条第４項の規定に
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基づく定期点検をいう。）を行う資格者（一級建築士、二級建築士又は昇降機検査資格者をい

う。）の求めに応じて、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等、昇降機に係る建築確

認・検査の関係図書、第一章第４第３項第三号に規定する文書等、第二章第１第３項、第二章

第２第２項及び第二章第３第５項に規定する過去の作業報告書等、定期検査報告書（同条第４

項の規定に基づく定期点検の場合にあっては、当該定期点検の結果）の写しその他保守点検

業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を、定期検査等を行う資格者に閲覧させ、

又は貸与するものとする。 

２ 所有者は、定期検査報告済証の掲示など定期検査等を行った旨の表示その他昇降機の安

全性に関する必要な情報提供（戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置を設置した場合に

あっては、その旨の表示を含む。）に努めるものとする。 

 

第６ 文書等の保存・引継ぎ等 

１ 所有者は、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等及び昇降機に係る建築確認・検

査の関係図書及び第一章第４第３項第三号に規定する文書等を当該昇降機の廃止まで保存す

るものとする。 

２ 所有者は、第二章第１第３項、第二章第２第２項、第二章第３第５項に規定する過去の作業

報告書等、第二章第５第１項の規定による定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適

切に保守・点検を行うために必要な文書等を３年以上保存するものとする。 

３ 所有者は、所有者が変更となる場合にあっては、前２項の文書等を保守点検業者に閲覧さ

せ、又は貸与することができるようにし、次の所有者に引き継ぐものとする。 

４ 所有者は、建築物の維持管理に関する計画、共同住宅の長期修繕計画等において、昇降

機に関する事項を盛り込むとともに、その使用頻度、劣化の状況等を踏まえ、必要に応じて見直

しを行うものとする。この場合において、所有者は、必要に応じて製造業者又は保守点検業者

の助言その他の協力を求めるものとする。 

５ 所有者は、自ら又は保守点検業者に依頼して、エレベーターの機械室及び昇降路の出入口

の戸等のかぎ、モーターハンドル、ブレーキ開放レバーその他の非常用器具並びに維持管理用

の器具を、場所を定めて第三者が容易に触ることができないよう厳重に保管するとともに、使用

に当たって支障がないよう適切に管理するものとする。 

 

第三章 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項 

 

第１ 保守点検業者の選定の考え方 

第１の目的を達するためには、昇降機に関する豊富な知識及び実務経験に裏打ちされた技術

力を有する者による適切な保守・点検が必要不可欠であることから、所有者は、保守点検業者

の選定に当たって、価格のみによって決定するのではなく、必要とする情報の提供を保守点検

業者に求め、専門技術者の能力、同型又は類似の昇降機の業務実績その他の業務遂行能力

等を総合的に評価するものとする。 

 

第２ 保守点検業者に対する情報提供 

１ 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、あらかじめ、保守点検業者に対して委託しよ

うとする業務の内容を提示するとともに、保守点検業者の求めに応じて、第二章第６第１項及び

第２項に規定する文書等を閲覧させるものとする。 

２ 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、可能な限り、保守点検業者に対して保守・点

検の業務を委託しようとする昇降機を目視により確認する機会を提供するものとする。 

第３ 保守点検業者の知識・技術力等の評価 

所有者は、保守点検業者の昇降機に関する知識・技術力等を評価する際には、別表２に示す

「保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を参考としつつ、必要に応じ

て、保守点検業者に関係資料の提出を求め、又は保守点検業者に対するヒアリング等の実施
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４ 所有者は、建築物の維持管理に関する計画、共同住宅の長期修繕計画等において、昇降

機に関する事項を盛り込むとともに、その使用頻度、劣化の状況等を踏まえ、必要に応じて見直

しを行うものとする。この場合において、所有者は、必要に応じて製造業者又は保守点検業者

の助言その他の協力を求めるものとする。 
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の器具を、場所を定めて第三者が容易に触ることができないよう厳重に保管するとともに、使用

に当たって支障がないよう適切に管理するものとする。 
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第１ 保守点検業者の選定の考え方 

第１の目的を達するためには、昇降機に関する豊富な知識及び実務経験に裏打ちされた技術

力を有する者による適切な保守・点検が必要不可欠であることから、所有者は、保守点検業者

の選定に当たって、価格のみによって決定するのではなく、必要とする情報の提供を保守点検

業者に求め、専門技術者の能力、同型又は類似の昇降機の業務実績その他の業務遂行能力

等を総合的に評価するものとする。 

 

第２ 保守点検業者に対する情報提供 

１ 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、あらかじめ、保守点検業者に対して委託しよ

うとする業務の内容を提示するとともに、保守点検業者の求めに応じて、第二章第６第１項及び

第２項に規定する文書等を閲覧させるものとする。 

２ 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、可能な限り、保守点検業者に対して保守・点

検の業務を委託しようとする昇降機を目視により確認する機会を提供するものとする。 

第３ 保守点検業者の知識・技術力等の評価 

所有者は、保守点検業者の昇降機に関する知識・技術力等を評価する際には、別表２に示す

「保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を参考としつつ、必要に応じ

て、保守点検業者に関係資料の提出を求め、又は保守点検業者に対するヒアリング等の実施
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に努めるものとする。 

 

第四章 保守点検契約に盛り込むべき事項 

 

１ 所有者は、保守点検業者と保守点検契約を締結する際には、契約金額等の契約に関する

一般的な事項に加えて、別表３に示す「保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト」を参

考としつつ、昇降機の適切な維持管理の確保に努めるものとする。 

２ 所有者は、保守点検契約に付随する仕様書として、点検の項目又は頻度、部品の修理又は

交換の範囲、緊急時対応等に関する技術的細目が規定されていることを確認するものとする。 
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別表１ 昇降機事故報告書（第  報）（第二章第３関係） 

所有者から特定行政庁に対して、記載できる範囲で速やかに報告してください。ただし、※印の部分については、できるだけ記載してください。 

年   月   日 
報告者名 ※  担当部署  担当者名  

TEL ※ （     ） FAX （     ） 電子メール  

○建築物の情報（必要に応じて計画概要書等を添付のこと） 

名称 ※  所在地 ※ 都・道・府・県 区・市・町・村  

所有者  管理者  建築主  

設計者  工事監理者  施工者  

構造  階数 地上    階・地下    階 高さ(m)  

延べ面積(㎡)  用途(建築物)  用途(事故部分)  

建築確認 

(計画通知) 

当初 確認済証年月日     年   月   日 実施機関  

最終 確認済証年月日     年   月   日 実施機関  

中間検査 合格証年月日     年   月   日 実施機関  

指定工程  

完了検査 検査済証年月日     年   月   日 実施機関  

○昇降機の情報（直近の定期報告書等を添付のこと）  

昇降機の区分 ※ エレベーター／エスカレーター／小荷物専用昇降機／無届出（摘要：                               ） 

製造業者 ※  機種・型式  

保守点検業者 ※  前回点検 年   月   日 点検頻度  

型式適合認定 認定年月日     年   月   日 認定番号  指定認定機関  

構造方法等の認定 認定年月日     年   月   日 認定番号  指定性能評価機関  

建築確認 

(計画通知) 

建築物と同時申請／別申請／無届出 

当初 確認済証年月日     年   月   日 実施機関  

最終 確認済証年月日     年   月   日 実施機関  

完了検査 検査済証年月日     年   月   日 実施機関  

直近の定期検査 （検査年月日）         年   月   日 （特定行政庁における報告受理年月日）       年   月   日 

判定結果(特記事項) 指摘無／指摘有(摘要：                                 ) 指定報告間隔  

検査実施者の氏名  所属  認定番号  

○事故の状況（構造詳細図等事故発生箇所の分かる図面を添付のこと） 

発生日 ※        年   月    日 時刻    時   分 発生場所 ※  

人的被害 ※ 被害者  計       名 死者         名 重傷者      名 中等傷者     名 軽傷者      名 

事故概要 ※ 

 

 

被害者名 年齢 性別 被害の程度 被害状況 備考 

  男／女 死／重／中等／軽   

  男／女 死／重／中等／軽   

  男／女 死／重／中等／軽   

  男／女 死／重／中等／軽   

  男／女 死／重／中等／軽   

基 準 適 合 性

等の状況 

基準不適合等があればその内容 

 

 

事故発生までに既に行われてい

た安全対策・是正措置 

 

応急対応 救助 実施者  摘要  

復旧・修理等 実施者  摘要  

応急措置 実施者  摘要  

現場調査等 警察 有／無 担当署  

消防 有／無 担当署  

事故原因 □設計不良  □製造不良  □使用部品・材料の不良  □経年劣化  □表示の不備  □据付・施工の不良  □その他 

（以下詳細を具体的に記述） 

 

事 故 防 止 対

策 

 

事 故 原 因 調

査実施機関 

(名称) 

(連絡先) 

事 故 部 品 等

の保管機関 

(名称) 

(連絡先) 

事故を認識し

た経緯 

 事故を認識し

た日時 

       年    月    日 

                時    分 

備考  

 
注１）平面図、配置図、構造詳細図、現場写真その他の事故状況の把握に必要な資料を添付してください。 

注２）被害者欄等が不足する場合は別紙に記入し、添付してください。

  

取扱注意 
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７０ 

別表２ 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト（第三章第３関係） 
○下記「①～③」は、所有者が記載してください。 

○チェックリスト中の「※印の部分」の記載については、選定対象となる保守点検業者に依頼してください。 

○保守点検業者が記載した内容をもとに比較し、適宜所有者によるチェック欄をご活用下さい。 

なお、全てのチェック欄がチェックされることが望ましいと考えられます。 

 

【①建物名】（   〇〇〇〇〇   ） 

【②駆動方式(該当項目をチェック)】□ロープ式（□リレー制御 □マイコン制御） □油圧式   

□機械室なし □その他（   ） 

【③技術情報の有無(該当項目を全てチェック)】□保守点検情報（取扱説明書・マニュアル等） 

                                          □製造設計情報 □その他（          ） 

対 象 評価項目 評 価 事 項 （※記入事業者名  〇〇〇〇〇   ） 

所有者に

よるチェッ

ク欄 

業務仕様 

契約方式 

保守点検契約の方式が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □ＦＭ契約 □ＰＯＧ契約 □その他（      ） 
□ 

遠隔監視・点検装置の活用はあるか。（該当項目をチェック） 

※ □有 □無 
□ 

法定の定期検査の実施はあるか。（該当項目をチェック） 

※ □有 □無 
□ 

業務仕様書 

①保守点検業務における業務仕様書が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □仕様書の添付あり（添付があればチェック） 

※ □仕様書の添付なし（理由を下記に記載） 

（                                   ） 

②業務仕様書が示されている場合は、保守点検に必要な技術情報（取扱説明書・マニュアル
等）の内容に準拠されているか。（該当項目をチェック） 

※ □準拠している 

※ □準拠していない（準拠していない内容と、その理由を下記に記載） 

（                                   ） 

※ □その他（その他の場合は、その内容を下記に記載） 

（                                   ） 

③業務仕様書が示されている場合は、「エレベーター保守、点検業務標準契約書」に付属の
「エレベーター保守、点検業務標準仕様書」の１.～９.の記載項目を全て網羅した内容となって
いるか。（該当項目をチェック） 

※ □網羅している（独自に追加した内容があれば、下記に記載） 

（                                   ） 

※ □網羅していない（網羅されていない内容と、その理由を下記に記載） 

（                                   ） 

※ □その他（その他の場合は、その内容を下記に記載） 

（                                   ） 

④業務仕様書が示されている場合は、点検項目・頻度が「エレベーター保守・点検業務標準契
約書」に付属の「エレベーター保守・点検業務標準仕様書」と対比した上で、その内容を網羅し
た項目・頻度となっているか。（該当項目をチェック） 

※ □網羅している（独自に追加・変更等した内容があれば、下記に記載） 

（                                   ） 

※ □網羅していない（網羅されていない内容と、その理由を下記に記載） 

（                                   ）※ □その他（その他の場合は、そ
の内容を下記に記載） 

（                                   ） 

□ 

作業報告書 
作業報告書の提出時期が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □点検毎 □１月毎 □その他（        ） 
□ 

緊急時における

対応 

緊急通報から現場までの到達目標時間が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □３０分以内 □１時間以内 □その他（        ） 
□ 

事故発生時、災害発生時、故障発生時の緊急時における対応のための設備その他の体制が

整っているか。 

※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） 

□ 

所有者記載事項 

チェックリスト 
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７１ 

 

 

  

業務能力 
業 務 担 当 者 の

能力 

業務担当者又はその指導責任者は、十分な実務経験（例えば昇降機検査資格者講習受講資

格が与えられる実務経験年数等）があり、かつ、同型又は類似の昇降機の保守・点検を行っ

たことがあるか。 

※ □保守・点検に関する実務経験を証明する書類の添付 

     （添付があればチェック） 

※ □業務担当者の保有資格、来訪頻度、標準的な点検時間、他物件の兼務台数及び担当

地域、サポート体制等について、この欄に記述 

（記述した場合はチェック） 

 

                                   

 

□ 

会社概要 

教育体制 

業務担当者に対する専門技術、安全衛生、法令遵守、職業倫理等に関する教育を行うため

の、実機その他の設備及び教育体制があるか。 

※ □説明資料等の添付（添付があればチェック） 

□ 

業務担当者の技術力に関する社内資格制度があるか。 

※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） 
□ 

技術情報 

保守点検契約しようとする昇降機の技術情報（取扱説明書・マニュアル等）を確実に入手する

方法が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □製造業者から □所有者から □その他（              ） 

□ 

保守点検契約しようとする昇降機と同型又は類似の昇降機の保守・点検を行ったことがある

か。 

※ □保守・点検に関する実績を証明する書類の添付（添付があればチェック） 

□ 

部品調達 

保守点検契約しようとする昇降機の部品の在庫が十分に確保され、又は調達先が確保されて

いるか。（該当項目をチェック） 

※ □昇降機の製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックがある 

□部品のストックがない場合でも、昇降機の製造業者から部品を安定確保できる状況にある

（現状を下記に記載） 

（                                  ） 

□その他（                              ） 

□ 

経営状況等 

経営状況を客観的に確認できる資料が示されているか。 

※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） 
□ 

支払い方法が明確に示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □月払い □年払い □その他（                    ） 
□ 

その他 

上記のほか、品質確保や環境配慮に関する取組状況、効率的な保守・点検に関する提案、保守・点検の質や利

便性の向上に関する取組状況等の提案があるか。 

※ □この欄に具体的に記述。（記述した場合はチェック） 

 

                                           

 

□ 
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７１ 

 

 

  

業務能力 
業 務 担 当 者 の

能力 

業務担当者又はその指導責任者は、十分な実務経験（例えば昇降機検査資格者講習受講資

格が与えられる実務経験年数等）があり、かつ、同型又は類似の昇降機の保守・点検を行っ

たことがあるか。 

※ □保守・点検に関する実務経験を証明する書類の添付 

     （添付があればチェック） 

※ □業務担当者の保有資格、来訪頻度、標準的な点検時間、他物件の兼務台数及び担当

地域、サポート体制等について、この欄に記述 

（記述した場合はチェック） 

 

                                   

 

□ 

会社概要 

教育体制 

業務担当者に対する専門技術、安全衛生、法令遵守、職業倫理等に関する教育を行うため

の、実機その他の設備及び教育体制があるか。 

※ □説明資料等の添付（添付があればチェック） 

□ 

業務担当者の技術力に関する社内資格制度があるか。 

※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） 
□ 

技術情報 

保守点検契約しようとする昇降機の技術情報（取扱説明書・マニュアル等）を確実に入手する

方法が示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □製造業者から □所有者から □その他（              ） 

□ 

保守点検契約しようとする昇降機と同型又は類似の昇降機の保守・点検を行ったことがある

か。 

※ □保守・点検に関する実績を証明する書類の添付（添付があればチェック） 

□ 

部品調達 

保守点検契約しようとする昇降機の部品の在庫が十分に確保され、又は調達先が確保されて

いるか。（該当項目をチェック） 

※ □昇降機の製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックがある 

□部品のストックがない場合でも、昇降機の製造業者から部品を安定確保できる状況にある

（現状を下記に記載） 

（                                  ） 

□その他（                              ） 

□ 

経営状況等 

経営状況を客観的に確認できる資料が示されているか。 

※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） 
□ 

支払い方法が明確に示されているか。（該当項目をチェック） 

※ □月払い □年払い □その他（                    ） 
□ 

その他 

上記のほか、品質確保や環境配慮に関する取組状況、効率的な保守・点検に関する提案、保守・点検の質や利

便性の向上に関する取組状況等の提案があるか。 

※ □この欄に具体的に記述。（記述した場合はチェック） 

 

                                           

 

□ 

 

７２ 

別表３ 保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト（第四章関係） 

○全てのチェック欄がチェックされていることをご確認ください。 

項 目 確 認 事 項 チェック欄 

一 業務の内容及び契約期間に関する事項 

業務の内容 

保守点検契約の方式が明示されているか。※ＦＭ契約・ＰＯＧ契約・その他（      ） □ 

右記の保守・点検の業務の詳細が明示されてい

るか。 

保守・点検の項目 注） □ 

保守・点検の頻度（項目毎） 注） □ 

遠隔監視・点検装置の活用 ※する・しない □ 

法定の定期検査の実施 ※する・しない □ 

業務担当者の要件が明示されているか。 □ 

故障発生時その他の緊急時の対応方法が明示されているか。 □ 

保守点検契約に含まれる部品の修理や交換の範囲が明示されているか。 □ 

契約期間 保守点検契約の期間が明示されているか。※契約期間（               年） □ 

契約の更新方法 
保守点検契約を更新する場合の方法が明示されているか（契約満了日の９０日前までに解約の申出が

ない時は契約を１年延長する等）。 
□ 

契約の解約 
保守点検契約を解約する場合の方法が明示されているか（契約を解約しようとする時は、契約の相手

方に９０日以上の余裕をもって通知する等）。 
□ 

二 契約当事者の責任範囲に関する事項 

免責条項や賠償義務が明示されているか。 □ 

三 保守・点検の業務の再委託の制限に関する事項 

所有者の承諾を得た場合を除き、第三者に委託してはならないことが明示されているか。 □ 

四 保守点検業者による作業報告書に関する事項 

提出時期 作業報告書の提出時期が明示されているか。※点検毎・１月毎・その他（        ） □ 

報告書の内容 

保守・点検、不具合対応等の作業や処置の結果についての報告書を提出することが明示されているか。 □ 

新たな運行に係る技術情報を得た場合は、その内容について速やかに報告することが明示されている

か。 
□ 

五 技術的助言の提供に関する事項 

所有者が昇降機の維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画に関する助言を求めた際、保守点検業者の立場

から適切な助言又は提案を行うことが明示されているか。 
□ 

六 事故発生時等における特定行政庁への報告に関する事項 

昇降機に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から

所有者が特定行政庁に報告する上で、保守点検業者の立場から所有者に対して必要な協力を行うことが明示されている

か。 

□ 

七 契約終了時の文書等の返還に関する事項 

契約期間の満了又は契約の解約により契約対象の業務が終了した場合における、所有者が貸与した文書等の取扱いが明

示されているか（貸与した文書等の返還等）。 
□ 

注）実際の契約に当たっては、「エレベーター保守・点検業務標準契約書」、「エレベーター保守・点検業務標準仕様書」等をご参考にしてくださ

い。 
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７３ 

■付編 2．参考文献 

  
書籍名 発行元 

国土交通大臣指定昇降機検査資格者講習テキスト 発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

建築設備設計基準 平成 30 年版 
監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

編集：一般社団法人公共建築協会 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成 28

年版 

監修：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

編集：一般社団法人公共建築協会 

「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」平成 28

年版 

監修：国土交通省住宅局建築指導課  

発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター  

「昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2017 年版」 編集・発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

昇降機技術基準の解説 2016 年版 

 昇降機耐震設計・施工指針 

編集：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター  

   一般社団法人 日本エレベーター協会 

建築保全業務共通仕様書 (平成 25 年版) 
著者：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

監修･発行：一般財団法人 建築保全センター 

日本工業規格 JIS A 4302 

昇降機の検査標準  

審議：日本工業標準調査会 

発行：日本規格協会 

昇降機現場作業安全心得（1996 年版） 一般社団法人 日本エレベーター協会 

(注意) ・書籍発行版は調査時点情報です。最新版を使用することを推奨します。 

 ・製品は当社販売時点の最新の法律・規格に準拠しています。 
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東北情報センター

東京情報センター
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中部情報センター
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中国情報センター

九州情報センター

三菱電機ビルテクノサービス株式会社は、
全国約280ヵ所のサービス拠点、
8ヵ所の情報センターによる
ネットワークで常に受信体制を整え、
お客さまの信頼にお応えしています。
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